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自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
を
愛
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
な
た
が
た
に
な

ん
の
報
い
が
あ
ろ
う
か
。
徴
税
人
で
さ
え
も
、
そ
う
す
る
で
は
な
い
か
。
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説

目

次

は
じ
め
に

5幸4λ
ロ附2

両
方
の
分
別
(
以
上
本
号
)

一
つ
の
具
体
例
|
|
契
約
関
係

補
論

ポ
テ
ィ
エ
の
「
良
心
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
」

お
わ
り
に

は
じ
め
に

M
・
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
「
道
徳
と
法
」
と
題
す
る
講
演
で
、
グ
ロ

1
テ
ィ
ウ
ス
の
両
者
の
混
同
を
論
難
し
た
後
で
、
ド
マ
や
ポ
テ
ィ
エ
を
も
槍

(2) 

玉
に
あ
げ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
ヴ
ィ
レ
イ
の
論
難
が
と
り
わ
け
ド
マ
に
つ
い
て
妥
当
す
る
か
を
課
題
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
課
題
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
キ

l
・ワ

l
ド
を
ヴ
ィ
レ
イ
の
伺
論
文
に
求
め
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
は
二
方
的

(ZE]包
-

mE-)
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
は
、
少
な
く
と
も
「
双
方
的

(
E
E
Z円包
)
L

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世

初
頭
の
議
論
の
枠
組
で
捉
え
る
な
ら
、
「
内
面
の
法
廷

2
0
2
5
E
Z
E
Z
B
)
」
あ
る
い
は
「
良
心
の
法
廷
(
向
。

E
B
S
E
n
-
o
E
U巾
)
」
と

「
外
面
の
法
廷

2
0
2
5
R
Z吋
E
B
)
」
と
の
関
係
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
マ
は
こ
の
両
法
廷
に
つ
い
て
|
|
「
内
面
の
法
廷
」
と

か
「
外
面
の
法
廷
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
が
|
1
「
法
論

2
3志
己
g
E
2
)
」
の
中
で
「
宗
教
の
法

(
Z
U
帝

E
E
E
Cロ)」

と
「
国
制
の
法
(
宮
町
色
め
一

S
U
E
-
2
)
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
こ
の
法
(
]
包
印
)

の
分
別
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
。
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両
法
の
分
別

ま
ず
、

ド
一
町
)
の
「
法
制
」
に
お
け
る
が
)
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
別
の
中
で
、
寸
宗
教
の
法
」
と
「
国
制
の
法
」
と
へ
の
分
別
が
占
め
る
位
置

ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (1) 

a
 

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

法
の
学
(
由
。

-22)
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
は
、
推
論
の
出
発
点
と
な
る
基
本
命
題
、
第
一
原
理
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ド

マ
の
場
合
そ
れ
は
、
「
神
を
尋
ね
、
愛
す
る
こ
と
(
宮
門
R
E
E
F
0
2可
m
S
5ロ
円
骨
口
一

2)」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、

「
互
い
に
結
合
し
、
相
互
に
愛
す
る
こ
と
」
で
あ
訂
)
。
こ
の
二
つ
の
第
一
の
向

(]2
母己
M
U
S
E
-
Z曲
目
。
山
田
)
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
神
を

共
通
に
求
め
る
こ
と
お
よ
び
相
互
愛
か
ら
、
社
会
の
必
然
性
が
導
き
出
さ
れ
句
。
こ
の
社
会
あ
る
い
は
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
一
般
的
な
紳

(]E-moロ
m
m
D
m
E
U
)
と
な
ら
ん
で
、
人
間
た
ち
を
相
互
に
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
個
別
的
人
間
関
係

(
g
m
m一m
g
g
E
宮一円・

昨日

2-ぽ
吋
)
が
神
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
人
間
関
係
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
一
つ
は
、
夫
婦
の
婚
姻
関
係
、
そ
こ
か
ら

生
ま
れ
る
子
と
の
親
子
関
係
と
い
っ
た
自
然
的
人
間
関
係

(
g
m
m腎
E
S門口釦
gB])
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
ず
る
血
族
、
姻
族
関
係
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
そ
れ
以
外
の
人
間
関
係
で
あ
る
。
人
々
は
、
も
ろ
も
ろ
の
人
間
関
係
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
従
っ
て
、
そ
の
義
務
を
果

た
す
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
各
人
の
人
間
関
係
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
法
と
な
る
)
。
以
上
が
法
の
体
系
の
基
礎
と
な
る
、
社
会
の
見
取
図

(立山口門目。

z
g
a
m広
)
で
あ
る
。

以
上
の
社
会
の
見
取
図
は
、
社
会
の
現
状
(
俊
民
胃

p
g昨
)
、
盟
罪
後
の
社
会
を
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
現
状
は
、
社
会
の
秩
序
を
乱

す
も
め
ご
と
(
2
6
z
E
巾
)
の
あ
る
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
神
へ
の
愛
を
命
ず
る
第
一
の
法
へ
の
不
服
従
、
自
愛
(
白
日
。

REH)吋O
胃
ぬ
)
に
起

因
す
る
。
し
か
し
、
自
愛
は
、
ま
た
、
同
時
に
神
が
社
会
を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
用
い
る
手
段
で
も
あ
る
。
人
間
の
堕
罪
は
人
聞
を
欲
望
か

か
え
っ
て
そ
れ
を
増
大
さ
せ
た
が
、
こ
の
結
果
生
ず
る
必
要
を
充
す
た
め
に
、
人
聞
は
他
人
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
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ら
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か
、



説

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
人
と
の
結
合
へ
と
導
く
の
は
、
自
愛
に
他
な
ら
な
い
。

神
は
、
自
愛
と
は
別
に
、
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
四
つ
の
原
因
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
付
宗
教
(
吋
巴
位
。
ロ
)
、
同
社
会
全
体

に
対
す
る
神
の
秘
密
の
統
禦

(
n
g
E芹
o
m
R円巾
Z
母

豆

2
2ユ
山
由
。
。

5
m
m
U
B
E
E
-
-
s
-〈
角
田
)
、
白
神
が
両
権
力
に
与
え
て
い
る
権

威

(
g
g号
。
門

MEmo-2
号
ロ
ロ
ぬ
き
凶
宮
町
田

E
ロ
の
何
回
)
、
同
堕
罪
後
も
人
間
に
残
っ
て
い
る
理
性
の
光

(
E
B訪
日
常

E
5
2
0ロ
)
で
あ

る
。

論

仰
の
理
性
の
光
は
、
自
愛
の
善
い
結
果
と
と
も
に
、
神
が
、
人
間
た
ち
に
自
分
自
身
で
社
会
を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
与
え
た
原
因
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
々
、
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
つ
の
第
一
の
法
を
知
ら
な
い
者
に
も
、
正
義
と
衡
平
と

の
共
通
の
諸
原
則
合

S
-
2
8
5
5
5
2
号

E
E
E
2
2
母
足
。

zpm)
あ
る
い
は
衡
平
の
自
然
的
諸
原
則
(
吋

g
-
B
E
E
S
-
-
g
骨

(
お
)

て

mAE芯
)
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
法
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
性
だ
け
に
よ
っ
て
認
識

(
お
)

さ
れ
る
自
然
法

(
H
O

目
的
口
忠

Ro--g)
は
、
憐
人
愛
に
よ
っ
て
完
全
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

ωは
、
い
わ
ゆ
る
神
の
摂
理
(
官
。
〈
広

gs)
で
あ
る
。
こ
の
摂
理
に
よ
り
、
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
人
々
に
そ
の
人
間
関
係
の
秩

序
を
守
ら
せ
る
べ
く
二
つ
の
権
力
(
℃
巳

E
8
2
)
が
作
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
自
然
的
権
力

(
U
E
g
g
B
Z
E
B
-
-
o
)
で
、
自
然
的
人
間
関

係
に
対
応
す
る
、
夫
権
、
親
権
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
以
外
の
人
間
関
係
の
秩
序
を
保
つ
た
め
の
権
力
で
あ
る
。
「
こ
の
権
力
を
、
神

は
、
王
国
、
共
和
国
、
あ
る
い
は
他
の
政
体
の
国
家

(
-
2
2可
。
印
公
三
回
)
の
違
い
に
よ
り
、
国
王
、
君
侯
(
℃
江
口

B)
そ
の
他
の
者
に
与

(
却
)

え
る
。
」
こ
の
権
力
は
、
世
俗
的
権
力
(
℃
巳

g
g
B
Z
E宮
『
色
。
)
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
保
持
者

l
主
権
者
(
凶

2
2
E
E
)
の
職
務

(
向
。
ロ
巳
宮
ロ
)
は
、
統
治
な
か
ん
ず
く
裁
判
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
法
令
制
定
権

S
g
x
r
宮
町

Z
g
E
2
2
-
g
品
mzsgm)、

課
罰
権
(
宮
町

8
8
2
2
5吉
田
巾
『
仏

g
旬。

E
2
2
M
R
-
5
2
)
等
が
与
え
ら
れ
る
。

付
の
宗
教
は
、
「
社
会
秩
序
の
最
も
自
然
的
な
基
礎
(
向
。
ロ
号

E
g昨

日

刊

1
5
5
2円
。
-
号

-
6丘
日
号

Zgn-mHO)L
で
あ
る
。
宗
教
の

北法38(3・4)418



精
神
こ
そ
が
、
あ
る
べ
き
社
会
秩
序
の
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宗
教
は
、
他
の
社
会
の
基
礎
と
違
っ
て
、
ど
こ
で
も
知
ら
れ
、
受

入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
が
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
す
べ
て
の
人
々
が
そ
の
準
則
に
従
う
と
い
う
よ

う
に
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ジャン・ドマの ¥oisde ¥a religionと¥oisde ¥a po¥ice (1) 

以
上
の
よ
う
な
、
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
諸
基
礎
を
前
提
に
し
て
、
ド
マ
は
、
法
の
分
別
の
問
題
に
移
っ
て
行
く
。
こ
の
場
合
、
最
も

重
要
な
分
別
は
、
不
変
法
(
}
包

1
5
5
5
z
g
)
な
い
し
自
然
法

(
Z
2
E同
Ro--2)
と
選
択
法

(
Z
2
R
E可
包
括
的
)
な
い
し
実
定
法

(-02

3
m
E〈
g
)
の
分
別
、
お
よ
び
、
宗
教
の
法
(
宮
町
骨

-m
『
己
宣

oロ
)
と
国
制
の
法

(-02円
四

o
g
宮
-wm)
と
の
分
別
で
あ
る
。
前
者
の
分

別
は
、
そ
の
始
源
(
。
江
区
ロ
巾
)
、
原
理
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
は
、
「
二
つ
の
第
一
の
原
理
の
必
然
的
諸
帰

結

Z
S
Z
回
忌
2
g即

日
吋

g
円
山

g
r
C
M
官
。
百
万
日
目
)
」
で
あ
り
、
寸
社
会
秩
序
を
形
成
す
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
関
係
に
本
質
的
な
も
の
」
で

(宮内宮内

m
B
E
)
法
」
で
あ
る
。

あ
り
、
選
択
法
は
、

J

一
つ
の
原
理
、
お
よ
び
そ
の
帰
結
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
関
係
と
は
関
わ
り
な
い

こ
れ
は
、
普
遍
的
な
も
の
、
原
理
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
分
つ
分
別
で
あ
り
、
原
理
か
ら
の
演
鐸
的
論
証

で
あ
る
法
の
学
の
基
礎
と
な
る
分
別
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
と
の
分
別
は
、
人
間
行
動
の
規
律
の
仕
方
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、

前
者
は
、
内
面
の
状
態
の
整
序
(
告
白
匂

S
E
g
-
E
m
1
0
E巾
)
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
を
規
律
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
社
会
の
外
面
的
秩

序
(
。
丘
5
0己貸一
2
円
借

-
m
g丘
公
m
)
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
別
は
、
ド
マ
の
当
面
の
研
究
対
象
で
あ
る
国
法

(
-
0
2
a
i
z白)

が
法
体
系
全
体
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
示
す
の
を
め
ざ
す
分
別
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法
と
選
択

法
と
の
分
別
と
、
信
何
の
法
と
国
制
の
法
と
の
分
別
と
は
、
分
別
の
観
点
が
異
な
る
も
の
で
あ
向
。

そ
の
他
に
、
神
法

(
E
U
庄
三
月
印
)
と
人
法
(
吉
町
宮
自
色
兄
∞
)
と
の
分
別
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
自
然
法
と
選
択
法
と
の
分
別
に
対
応

す
る
。

北法38(3・5)419



説

(b) 

次
に
、

ド
マ
が
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
の
分
別
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
第
一

O
章
で
宗
教
と
国
制

自命

と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
こ
う
。

付
宗
教
も
国
制
も
、
と
も
に
そ
の
基
礎
は
神
の
命
令
に
あ
り
、
そ
の
目
的
は
社
会
秩
序
の
維
持
に
あ
る
。

ω
宗
教
は
、
人
閣
の
精
神
や
心
情
と
い
っ
た
内
面
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
国
制
は
、
社
会
の
外
的
な
秩
序
の
平
安
を
め
ざ
す
。

伺
宗
教
の
職
務
を
担
う
霊
的
権
力

S
E
g
g
s
笹
山
号

5
-
E
は
個
人
の
内
面
に
働
き
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
教
え
(
吉
田
可
三
日
)
、
勧
告

し

(
R
F
2百
円
)
、
内
面
的
に
拘
束
し
た
り
、
拘
束
を
解
い
た
り
す
る
の
に
対
し
、
世
俗
的
権
力
(
吉
宮
山
口

2
Z
E
3
2
-
-
o
)
は
命
令
、
禁

止
し
、
公
共
の
安
寧
の
た
め
に
必
要
な
ら
、
実
力
(
同
0
2
0
)

を
も
用
い
る
。

同
罪
人
に
対
し
て
、
宗
教
は
最
も
悪
し
き
罪
人
に
対
し
て
も
、
善
き
人
に
な
る
た
め
に
生
き
よ
と
要
求
し
、
購
罪
(
克
巳

Z
R
Sの
た
め
の

罰
を
義
務
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
国
制
は
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
、
死
刑
を
も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
宗
教
と
国
制
と
の
交
錯
。
宗
教
の
法
は
、
各
人
に
世
俗
権
力
に
服
従
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
国
制
の
法
は
、
宗
教
の
実
行
(
自

q
n
-
2

舟
宮
『
巳
在
。
ロ
)
[
礼
拝
の
実
行
]
を
保
護
し
、
宗
教
の
秩
序
を
乱
す
も
の
に
対
し
、
世
俗
的
権
威
や
実
力
を
も
行
使
す
る
こ
と
を
命
ず
句
。

次
に
、
第
一
一
章
第
三
四
節
以
下
か
ら
。

同
宗
教
の
法
の
義
務
は
、
何
よ
り
も
神
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
、
他
人
に
対
す
る
義
務
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
国
制
の
法
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
聞
の
社
会
の
外
面
的
秩
序
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
の
法
の
義
務
は
、

相
手
と
は
無
関
係
に
守
ら
れ
る
べ
き
義
務
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
制
の
法
は
そ
こ
ま
で
は
要
求
し
な
時
。

同
宗
教
の
法
の
内
容
は
、
信
仰
箇
条
(
品

m-g
母
-
邸
内
包
)
、
道
徳
の
準
則
(
品
包

2
己

2
5
8号
∞
)
、
神
の
礼
拝
の
う
ち
の
外
面
的
な
も

の
に
つ
い
て
の
準
則
、
お
よ
び
教
会
の
懲
戒
丘
町
巳
匂
ロ

E
R
n
-
P
E住
吉
ゆ
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
神
の
礼
拝
の
う
ち
の
外
面
的
な

も
の
に
属
す
る
あ
る
種
の
典
礼
(
n
m芯
B
O
E
O
)
お
よ
び
教
会
の
懲
戒
の
あ
る
点
は
、
選
択
法
に
属
す
。
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国
制
の
法
に
は
、
別
々
の
統
治

l
政
府
(
肉

0
2
2
5
5
8同
)
を
も
っ
国
(
民
)
(
ロ

E
Zロ
)
聞
の
関
係
を
規
律
す
る
国
際
法
(
仏

g
x
仏
g

唱
E)、
内
国
に
つ
い
て
は
、
統
治

1
政
府
の
公
の
秩
序
に
関
す
る
公
法
(
骨
O
R
吉
σ-W)4)
、
個
人
の
聞
の
合
意
、
契
約
、
後
見
、
時
効
、

担
保
、
相
続
、
遺
言
等
を
規
律
す
る
私
法
(
仏

g
x
胃
ぞ
巾
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
国
法

2
2
-
z
-
i
-、
z
s
a
i
-
2
)
は
、
私
法
に
近
い
と

も
い
え
る
が
、
公
法
、
国
際
法
、
教
会
法
の
事
項
も
含
み
、
こ
れ
ら
か
ら
精
確
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

。リ

ロ
ー
マ
法
を
中
心
に
し
た

司
法
法
(
】

5
巴
N
『

R
Z
)

(1) 

以
上
か
ら
、
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
と
の
分
別
が
、
内
面
性
と
外
面
性
と
い
う
点
か
ら
も
、

(
印
)

ら
も
、
法
と
道
徳
と
の
分
別
と
、
少
な
く
と
も
、
重
な
る
も
の
が
多
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
契
約
法
を
例
に
し
て
、
具
体
的
問
題
に
即
し
て
、
こ
の
分
別
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

と
い
う
占
…
か

一
方
的
と
双
方
的
(
社
会
的
)

ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police 

(
1
)
冨
・
〈

F
F
H
W戸
タ
]
出

cz-巾巾
同
門
凶
円
。
一
円
、
ム
同
ロ
由
旬
町
民
N
問
問
伺
同
ぬ
か
え
町
、
』
及
。
的
。
、
b
h町
、

Nhs、
。
号
、
。

3
H
R
S
S司、
h
w
門
司
止

Z

S同民
qhaN.smR

]
{
申
由
由
)
・
℃
・

H
C印
巾
丹
印
・

(
2
)
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
こ
の
講
演
で
、
グ
ロ

1
テ
ィ
ウ
ス
の
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
で
、
す
べ
て
の
法
の
淵
源
に
、
「
他
人
の
善

に
手
を
出
す
こ
と
を
厳
に
慎
し
む
べ
き
こ
と
」
、
「
他
人
の
善
か
ら
得
ら
れ
た
利
得
を
返
還
す
べ
き
こ
と
」
、
「
自
己
の
言
葉
を
守
る
べ
き
こ
と
」
、

「
自
己
の
落
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
こ
と
」
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
命
題
は
、
ロ
ー
マ
の
法
律
家
の
よ
く
為
し
う
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ス
ト
ア
派
、
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ

l
の
道
徳

論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ

l
テ
イ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
論
の
基
本
命
題
を
法
の
世
界
に
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
と
法

の
混
同
を
招
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
影
響
さ
れ
た
新
ス
ト
ア
主
義
で
あ
る
。

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
往
々
に
し
て
道
徳
的
命
題
を
法
の
世
界
に
も
ち
込
ん
で
い
る
。
他
の
一
つ
は
、
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
が
国
家
間
の
関
係
を
論

じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
野
は
、
伝
統
的
に
道
徳
論
で
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
グ
ロ

1
テ
イ
ウ
ス
も
こ
の
伝
統

に
従
っ
た
ま
で
と
も
い
え
る
(
た
だ
し
、
法
の
名
の
も
と
に
)
。
こ
の
点
で
は
、
責
は
、
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
よ
り
も
、
彼
の
理
論
を
一
般
化
し
た
、

(ロ巴
ZN-
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説三... 
E冊

彼
の
後
継
者
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
一
人
と
し
て
、
ド
マ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ド
マ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン

セ
ニ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
も
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
考
え
で
は
、
道
徳
的
で
あ
っ
た
。

(
3
)

。u-
n
F
℃
-
H
H

由
2
凹
・
「
ス
ト
ア
派
の
道
徳
〔
論
〕
の
特
性
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
起
源
に
お
い
て
は
、
個
人
の
『
徳
(
話
江
口
)
』
、
個
人
の

『
価
値
吉
田

-
2吋
)
』
を
唯
一
の
目
標
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
の
道
徳
〔
論
〕
を
『
価
値
』
の
道
徳
〔
論
〕

(
B
2丘町

内同
Z
E
Sな
ど
と
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
道
徳
は
法
に
対
置
さ
れ
る
。
法
は
、
あ
る
何
ら
か
の
客
体
的
善
を
、
あ
る
何
ら
か
の
結
果
を
、

訴
訟
当
事
者
の
利
益
の
善
き
分
配
を
、
社
会
の
善
き
秩
序
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
少
ス
コ
ラ
的
な
い
い
廻
し
を
す
れ
ば
、
ス
ト

ア
流
の
道
徳
は
、
主
体
に
の
み
関
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
『
一
方
的
』
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
法
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
『
双
方
的
』
、
あ
る
い
は
、

も
っ
と
正
し
く
い
え
ば
多
方
向
的

(
B三
巴
巳
m
E
]
)
で
あ
る
。
L

(
4
)
向。
E
B
E
g
E
C
Bな
い
し
、
同

0
2
5
8ロ
印
円
日
開
口
丘
町
お
と
問
。

2
5
内三巾門口

c
g
と
の
区
別
は
、
我
国
の
文
献
で
も
多
少
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
法
学
者
の
文
献
で
は
、
宗
教
的
意
味
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
カ
ノ
ン
法
起
源
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、

A
・
p
-
ダ

ン
ト
レ
!
ヴ
(
久
保
正
幡
訳
)
『
自
然
法
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
五
二
年
)
一
三
三
頁
以
下
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
成
瀬
治
『
近
代
市

民
社
会
の
成
立
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
四
年
)
八
六
頁
が
、
ホ
ッ
プ
ズ
に
即
し
て
義
認
と
の
関
連
で
、

P
B
E
E
R
E
Z
S
を
論
じ
て
い

る
の
が
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

参
考
の
た
め
、
『
カ
ノ
ン
法
辞
典
』
の
「
法
廷
百
号
)
」
の
項
(
河
-
Z〉
N
執
筆
)
を
訳
出
し
て
お
く
。
河
-
Z
K
M
N
(
包
-
Y
宮
内
位
。
ロ
ロ
包
括
借

り

g
x
わ白ロ
O
ロ
E
Z
P
吋
O

B
・
印
(
司
白
ユ
凹

L
由印
ω)-no--
∞2

2
凹・

「
一
、
定
義
l
法
廷
(
問
。
吋
)
、
ラ
テ
ン
語
で

E
2
5
と
は
、
裁
判
を
行
う
場
で
あ
る
。
転
じ
て
、
こ
の
語
は
、
裁
判
権
(
唱
。
ロ
〈
。
町
帝

E
m
q
)

を
意
味
す
る
。

両
権
力
が
こ
の
世
の
支
配
を
分
ち
合
う
の
で
あ
る
か
ら
、
法
廷
も
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
法
廷
(
向
。
『
丘
三
-
)
な
い
し
国
家
の
裁
判

権
(
匂

056-
こ
E
-
n
E
S
骨
】
雨
宮
同
)
、
お
よ
び
、
教
会
の
法
廷
(
向
。
司

R
n
-
P
E印
広
告
巾
)
な
い
し
教
会
の
裁
判
権
(
宮
口

g-こ
E
E包
括
号

己
山
色
一
回
巾
)
で
あ
る
。

教
会
の
法
廷
は
、
さ
ら
に
内
面
の
法
廷
と
外
面
の
法
廷
に
分
け
ら
れ
る
。

『
内
面
の
法
廷
』
(
教
会
法
典
1

改
正
前
、
以
下
同
じ
l

二
五
八
条
一
項
)
は
、
『
良
心
の
法
廷
』
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
教
会
裁
判
権
の

行
使
の
う
ち
、
信
者
一
人
一
人
の
た
め
に
、
彼
個
人
の
聖
化
(
印
田
口
2
5
2色。ロ
U
2
8ロ
ロ
巾
己
巾
)
を
目
的
と
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

北法38(3・8)422



ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (1) 

ま
た
、
『
天
の
法
廷
(
同
。

2
5

同

vo--)
』
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
裁
判
権
が
ど
の
人
に
と
っ
て
も
天
〔
究
極
の
目
標
〕
(
宮
ぽ
)
で
あ
る
永
遠
の
救

済
を
目
的
と
し
て
そ
こ
で
行
使
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
内
面
の
法
廷
で
は
、
こ
の
裁
判
権
は
、
あ
る
い
は
、
一
対
一
で

(g望
日
芯
)

あ
る
い
は
秘
密
で
、
た
だ
神
だ
け
の
面
前
で
行
使
さ
れ
る
。

内
面
の
法
廷
に
関
わ
る
事
柄
は
、
神
法
に
よ
り
、
た
と
え
ば
罪
の
赦
し

s
g
o
E色
。
ロ
仏

g
u
m
n広
田
)
、
あ
る
い
は
、
人
法
に
よ
り
、
た
と
え

ば
誼
責
の
赦
し

Ego-E氏。ロ
a
g
S
E
R
B
)
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
教
会
の
裁
判
権
は
、
時
に
、
『
秘
蹟
に
関
わ
る
内
面
の
法
廷
(
同
O

ユE
2
5
g
n
g
B巾ロ
E)』
で
、
す
な
わ
ち
、
頭
罪
の
秘
蹟
の
執

行
と
し
て
、
ま
た
時
に
、
『
秘
蹟
に
関
わ
ら
な
い
内
面
の
法
廷
』
で
、
す
な
わ
ち
、
頑
罪
の
秘
蹟
と
は
関
係
な
し
に
、
た
と
え
ば
、
宣
誓
の
特
免

丘
町
匂

2
8内

凶

2
4
8
u
C
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
秘
蹟
に
関
わ
る
内
面
の
法
廷
で
譜
責
を
赦
す
権
能
を
も
っ
聴
罪
師
は
、
彼
に
告
白
す
る
者
を
、
ま
さ
に
告
白
と
い
う
場
面

で
赦
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
同
じ
権
力
に
よ
る
と
は
い
え
、
そ
の
者
が
謹
責
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
告
白
と
い
う
舞
台

の
外
で
は
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
与
え
ら
れ
た
赦
し
が
効
力
を
も
つ
の
は
、
た
だ
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
讃
責
を
受
け
た
者
は
、
神
と
和
解
さ
せ
(
円

m
gロ
nEm『
)
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
、
外
面
的
に
、
教
会
と
和
解
さ
せ
ら
れ

た
者
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
。
教
会
は
こ
の
者
が
教
会
へ
の
外
面
的
な
服
従
行
為
を
す
る
ま
で
は
、
こ
の
者
を
赦
さ
れ
た
者
と
は
考
え
な
い
の
で
あ

る。
反
対
に
、
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
、
赦
す
権
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
「
秘
蹟
に
関
わ
る
内
面
の
法
廷
で
」
と
示
す
こ
と
な
く
、

煩
罪
の
秘
蹟
の
執
行
の
外
で
さ
え
、
そ
の
権
能
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
に
告
白
し
て
い
な
い
が
赦
し
を
求
め
て
い
る
者
に

対
し
て
、
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
外
面
の
法
廷
』
と
は
教
会
裁
判
権
の
行
使
の
う
ち
、
社
会
す
な
わ
ち
信
者
の
集
団
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
集
団
の
各
構
成

員
に
個
人
的
に
扱
ぷ
そ
の
効
果
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
外
面
の
法
廷
に
お
け
る
こ
の
裁
判
権
の
行
使
は
、
教
会
〔
信
徒
全
体
〕
の
面

前
で
(
』
H
H
E
n
-
m
開

2
-
2
2巾
)
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
証
明
が
為
さ
れ
う
る
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
。

教
会
裁
判
権
が
そ
の
言
葉
の
最
も
厳
格
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
専
属
法
廷
(
向
。

E
5
5
2
E
R
Z
B
)
で
あ
る
(
教
会
法
典
一
五
六

O
条
。
前
掲
三
巻
一
一
一
一
一

O
欄
参
照
)
。

教
会
の
裁
判
権
は
、
あ
る
種
の
事
案
に
つ
い
て
、
国
家
の
裁
判
権
と
競
合
し
て
も
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
法
廷
は
、
「
混
合
的
」
と
い
わ

北法38(3・9)423'



説Z命

れ
る
(
教
会
法
典
一
五
五
三
条
二
項
、
一
九
三
三
条
三
項
。
前
掲
三
巻
一
二
二

O
欄
参
照
。
)
|
特
権
的
法
廷

2
0
2
5
匂
ユ
丘
町
色
白

E
B
)
と
は
、

管
轄
に
つ
い
て
特
権
を
も
つ
あ
る
種
の
人
々
、
た
と
え
ば
、
法
が
法
廷
特
権
(
匂
ユ
ヨ
筋
肉
巾
仏
己
診
円
)
と
呼
ぶ
も
の
の
恩
恵
に
浴
す
る
聖
職
者
が

要
求
で
き
る
法
廷
で
あ
る
。

二
、
内
面
の
法
廷
と
外
国
の
法
廷
の
分
別
。
ー

l
付
内
函
の
法
廷
の
管
轄
す
る
の
は
、
隠
れ
た
事
柄
(
与

2
2
2
2
p
g
)
で
あ
る
。
そ
の
事

柄
の
内
密
な
本
性
の
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
、
単
に
、
そ
の
事
柄
が
個
人
の
私
的
な
利
益
に
の
み
関
わ
る
が
ゆ
え
に
。
外
面
的
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
罪
(
℃
m
n
Z
)
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
で
、
す
べ
て
内
菌
の
法
廷
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
る
行
為
は
、
隠
れ
た
も
の
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
す
な
わ
ち
、
証
明
で
き
な
い
限
り
、
内
面
の
法
廷
の
管
轄
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
公
に
な
っ
て
か
ら
は
、
す
な
わ
ち
、
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
行
為
は
、
外
面
の
法
廷
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
こ

で
は
、
内
面
の
法
廷
で
す
で
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
裁
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
秘
密
の
姦
通
は
、
内
面
の
法
廷
の
管
轄
に

属
す
る
。
こ
の
姦
通
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
は
外
面
の
法
廷
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、

こ
の
姦
通
に
つ
い
て
告
白
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
赦
し
ゃ
購
罪
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人

と
し
て
の
過
ち

(
P
E巾
宮
司
m
O
ロ
ロ
巾
口
市
)
は
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
姦
通
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
に
対
し
惹
き
起
さ
れ
た
混
乱

(
門
『
。
ロ
豆
町
円
白

g
m卸
で

O
E
S
E
n
-阻
む
が
、
な
お
罰
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

内
面
の
法
廷
の
手
続
は
秘
密
で
あ
る
。
秘
蹟
に
関
わ
る
法
廷
で
は
、
そ
れ
は
〔
聴
罪
師
と
罪
人
と
の
〕
『
対
面
で

C
2
2
匂
2
8
R
g
)
』
進
め

ら
れ
る
。
秘
蹟
に
関
わ
ら
な
い
法
廷
で
は
、
対
面
で
な
く
て
も
、
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
は
、
単
純
に
表
明
し
た
こ
と
に
基
づ

い
て
措
信
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
者
に
不
利
な
明
白
な
事
実

3
4
E
g
n巾
)
が
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
。
最
後
に
、
不
注
意
で
、
す
で
に
無
効
に

な
っ
た
裁
判
権
能
を
な
お
用
い
る
場
合
で
も
、
こ
れ
を
行
う
人
の
行
為
は
、
や
は
り
有
効
で
あ
る
(
教
会
法
典
二

O
七
条
二
項
)
。

外
面
の
法
廷
の
管
轄
に
属
す
る
の
は
、
社
会
秩
序
に
関
わ
る
事
案
、
あ
る
い
は
、
私
的
な
性
格
を
も
っ
と
は
い
え
、
社
会
に
関
係
す
る
事
案
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
婚
姻
は
夫
婦
に
関
わ
る
と
同
時
に
社
会
に
も
関
わ
る
。

外
面
の
法
廷
で
は
、
証
明
さ
れ
た
こ
と
だ
け
し
か
考
慮
に
い
れ
で
は
な
ら
な
い
。
外
面
の
法
廷
の
手
続
は
、
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
に
公
開
で
あ

り
、
『
教
会
の
面
前
で
』
進
め
ら
れ
る
。
最
後
に
、
内
面
の
法
廷
で
行
使
さ
れ
る
権
能
の
移
譲
は
、
外
面
の
法
廷
の
管
轄
に
属
す
る
。
こ
れ
も
、

教
会
の
統
治

(moz〈
R
R
B
S
C
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。

裁
判
権
能
の
及
ぶ
範
囲
は
、
内
面
の
法
廷
と
外
面
の
法
廷
と
で
同
じ
で
は
な
い
。
外
面
の
法
廷
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
、
通
常
な
い
し
受

北法38(3・10)424
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託
裁
判
は
、
内
面
の
法
廷
に
つ
い
て
も
同
じ
く
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
外
面
の
法
廷
で
諮
責
を
赦
す
権
能
を
も
っ
者
は
、
も
う
一
つ
の
法
廷
で

も
同
じ
く
赦
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
逆
は
真
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
内
面
の
法
廷
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
権
能
は
、
も
う
一
つ
の
外
面

の
法
廷
に
対
し
て
は
何
の
効
力
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
権
能
が
、
主
体
の
個
人
的
、
内
面
的
な
状
況
に
の
み
関
係
し
、
彼
の
社
会
的
、
公
的
な

状
況
に
関
係
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
会
法
典
二
二
五
一
条
は
、
今
述
べ
た
ば
か
り
の
原
則
の
例
外
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
規
は
、
内
面
の
法
廷
で
赦
さ
れ

た
者
が
、
当
該
行
為
に
つ
き
外
面
の
法
廷
で
も
赦
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
つ
条
件
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
当
該
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
醜
聞

2
2ロ
骨
】
而
)
が
な
い
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
破
門
さ
れ
た
者
が
内
面
の
法
廷
で
赦

さ
れ
た
時
に
は
、
外
面
の
法
廷
で
そ
の
破
門
に
つ
い
て
裁
か
れ
な
く
と
も
、
教
会
の
交
り

(
g
g
g
Z
E
s
t
oロ
)
に
出
席
で
き
る
場
合
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
先
の
破
門
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
者
が
破
門
さ
れ
た
者
だ
け
だ
と
い
う
場
合
、
あ
る
い
は
、
彼
が
告
白
し
て
い
る
の
を
見
た
人
々
が
、

彼
が
赦
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
し
て
、
こ
の
赦
し
が
彼
の
教
会
と
の
完
全
な
和
解
の
証
だ
と
解
釈
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
常
に
起

こ
る
と
は
限
ら
な
い
。
公
に
破
門
さ
れ
た
者
は
、
判
決
の
宣
告
に
よ
り
そ
の
罪
を
暴
か
れ
る
の
だ
か
ら
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
罰
を
課
し
た
権
威
に
あ
ら
か
じ
め
服
す
る
こ
と
な
し
に
、
教
会
の
交
り
に
加
わ
る
と
す
れ
ば
、
ど

う
や
っ
て
醜
聞
を
防
ぐ
の
か
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
た
と
え
醜
聞
が
な
く
と
も
、
外
面
の
法
廷
の
長
は
、
常
に
、
誼

責
を
受
け
た
者
に
対
し
、
外
面
の
法
廷
で
赦
し
を
得
る
こ
と
|
|
こ
れ
は
、
謡
責
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
は
教
会
の
権
威
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ

る
|
|
お
よ
び
、
教
会
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
要
求
と
償
い
と
を
果
す
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
面
の
法
廷
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
権
能
は
、
秘
蹟
の
関
わ
る
法
廷
で
行
使
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
秘
蹟
の

関
わ
ら
な
い
内
面
の
法
廷
で
も
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
教
会
法
典
二

O
二
条
二
項
)
。
た
と
え
ば
、
四
句
節
の
時
に
は
、
聴
罪
師
が
、
〔
普
段

で
あ
れ
ば
〕
告
白
の
時
に
し
か
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
能
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
反
対
に
、
禁
欲
(
田
宮
江
口

g
g
)
を
許
す
権
能
は
、

教
会
法
典
一
二
四
五
条
が
主
任
司
祭

(
n
R
m
)

に
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
〔
主
任
司
祭
の
〕
随
意
に
告
白
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
告
白
外
で

行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
権
が
特
段
の
定
め
も
限
定
も
な
し
に
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
裁
判
権
の
管
轄
は
開
法
廷
に
及
ぶ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

事
物
の
本
性
が
こ
の
管
結
権
に
反
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
教
区
裁
判
官

(OEns-)
に
認
め
ら
れ
た
裁
判
権
が
告
白
を
聴
く
権
能

を
含
む
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
反
対
に
、
諮
責
を
赦
す
権
能
は
、
当
然
、
両
法
廷
に
属
す
る
と
解
さ
れ
る
。
」
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以
上
の
説
明
は
、
一
九
一
七
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
教
会
法
典
に
従
っ
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
近
世
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
内
面
の
法
廷
が
基
本
的
に
は
個
人
の
救
済
に
関
わ
る
も
の
、
贋
罪
の
秘
蹟
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
外
面
の
法
廷
が

人
間
同
士
の
関
係
、
社
会
の
整
序
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
基
本
的
図
式
は
か
わ
ら
な
い
。
な
お
、
付
け
加
え
れ
ば
、
以
上
の
説
明
で
は
、
外
商

の
法
廷
が
教
会
裁
判
権
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
信
徒
共
同
体
l
教
会
だ
け
で
な
く
国
民
の
共
同
体

1
世
俗
国
家
の
裁
判
に
つ
い

て
も
外
面
の
法
廷
の
語
は
、
少
な
く
と
も
近
世
に
は
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
内
面
の
法
廷
、
外
面

の
法
廷
の
概
念
史
的
研
究
と
し
て
、
回
司
岡
山
田

ω・司。
E
5
宮
内
凶
巾
吋
河
内

wnzg官
官
耳
(
冨
ロ
ロ
円

Z
P
Z回
何
回
口
巾
σ
R・
5
8
)
H
S
R・
が
あ
る
。

(
5
)
ド
マ
(
』

gロ
ロ
。
自
己
)
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
1

1
特
に
民
事
責
任
の
規
定
を
中
心
と
し
て
l

|」

『
比
較
法
雑
誌
』
三
巻
二
号
(
一
九
五
六
年
)
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
6
)

「
法
論
(
吋
包
広
色
町
田
一
三
回
)
」
は
、
「
自
然
的
秩
序
で
配
列
さ
れ
た
国
法

(
-
g
Z
2
n
z
g
E
B
Z
R
。
丘

S
E
E
R
-
)」
|
|
以
下
、

「
国
法
」
と
略
す
|
l
f
の
序
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
四
九
頁
参
照
。
全
体

は
一
四
章
か
ら
な
り
、
そ
の
表
題
を
示
し
て
お
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
「
す
べ
て
の
法
の
第
一
の
諸
原
理
に
つ
い
て
」
、
第
二
章

「
第
一
の
二
つ
の
法
に
基
づ
く
社
会
の
見
取
図
、
二
種
の
人
間
関
係

(
g宮
内
巾

g
g門
)
を
通
じ
て
」
、
第
三
章
「
第
一
の
種
の
人
間
関
係
」
、
第

四
章
「
第
二
の
種
の
人
間
関
係
」
、
第
五
章

J
削
章
で
述
べ
た
人
間
関
係
か
ら
生
ず
る
一
般
的
準
則
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
ま
た
国
法
の
諸
原
理
で

も
あ
る
」
、
第
六
章
「
友
情

2
5
E
m
)
の
本
性
、
お
よ
び
そ
の
社
会
に
お
け
る
働
き
に
つ
い
て
」
、
第
七
章
「
相
続
に
つ
い
て
」
、
第
八
章
「
社

会
の
秩
序
を
損
う
三
種
類
の
も
め
ご
と
に
つ
い
て
」
、
第
九
章
「
人
の
堕
罪
後
の
社
会
の
状
態
に
つ
い
て
、
お
よ
び
神
は
い
か
に
し
て
社
会
を
存

続
さ
せ
て
い
る
か
」
、
第
一

O
章
「
宗
教
お
よ
び
国
制
に
つ
い
て
。
霊
的
権
力

e
E
g
g
n
o印
司
王
宮
色
巾
)
、
世
俗
的
権
力
(
刃
包

8
2
8
円。

5
3「自

色
巾
)
の
職
務
に
つ
い
て
」
、
第
一
一
章
「
法
の
本
性
、
法
の
精
神
、
お
よ
び
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
に
つ
い
て
」
、
第
一
二
章
「
前
章
の
諸
考
察
に

つ
い
て
の
省
察
、
法
の
使
用
お
よ
び
解
釈
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
準
則
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
」
、
第
一
三
章
「
論
ぜ
ら
る
べ
き
素
材
と
し
て
の

全
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
観
念
」
、
第
一
四
章
「
国
法
に
つ
い
て
の
本
書
の
素
材
に
つ
い
て
の
見
取
図
。
」
な
お
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は

わ
〉
E
N
m
編
の
ド
マ
著
作
集
。
雲
寺
町
伺
忌

h

b
。s
h

N

H

(

司
R
F
F
O
E
-回、『巾ロ『
m
w
E
N
N
N印
)
に
拠
り
、
ま
た
、
北
海
道
大
学
付
属
図
書
館
の

テ
ィ

l
メ
文
庫
所
蔵
の
一
六
九
五
年
(
ド
マ
の
死
の
前
年
)
に
パ
リ
の
』

gロ
∞
田
宮
町
広
わ
o一
関
口
田
丘
か
ら
出
版
さ
れ
た
、

h
h
M
~
。凡
w
h
R
N
U
ミ

g
n食
器

N
m
N
h

可
。
ミ
ミ

s
b
S『同戸
N
o

注
・
を
適
宜
参
照
し
た
。

(
7
)
-
a
に
つ
い
て
、
ド
マ
は
、
「
個
人
の
行
動
を
個
別
的
に
規
律
し
、

説論

北法38(3・12)426

人
々
が
い
っ
し
ょ
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『
mm-g同
町
二
白

n
o
E
E
g
号

n
F
R
E
B
E
コ-
2一一巾門
W
E
-
-
o
a
s
内庁

S
E
n
-
9
m
a
c
-
-
2
2
2
F
o
s
s
g〕
向
。
コ
ロ
巾

5
3
8
2
Z巾)」

(吋

E
R
m
b
g
Z
F
h
y
同
間

-H
以
下
、
「
法
論
か
ら
の
引
用
は
、
章
節
の
み
を
示
す
)
と
し
て
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

z-は
、
準
則

(
吋
巾
包
巾
)
あ
る
い
は
規
範
(
ロ

2
5巾
)
と
同
義
、
そ
の
意
味
で
法

l
抽
象
的
正
と
訳
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

-mH
は
、
民
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
法

(-suo-】
己
。
問
。
ョ
回
口

o
m
S
E
E
B
)
あ
る
い
は
、
成
文
法

(
-
g
Rユ匂
E
B
)
と
い
う
よ

う
に
、
制
定
法
、
法
律
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
他
方
、
た
と
え
ば
、

U
-
H
・
ω
-
N
で
は
、
準
則
、
規
範
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
世

注
釈
学
派
の
ア
ゾ

l
も
、
制
定
法
の
意
味
で
の
ぽ
同
を
狭
義
の
ぽ
同
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、
正
と
不
正
の
準
則
令
指
ロ

-
t
g
Z
2
5
2
-
D
E
a
R
a

cB)
と
し
て
の
広
義
の

rMを
対
置
し
て
い
る
お

z
Bヨ
釦
宮
。

-
r
E
ロ・ゲ
N
)

。
野
田
前
掲
論
文
(
注

5
)
七
O
頁
注

(
1
)
が
、
ド
マ
に

お
い
て
今
日
的
な
意
味
で
の

-o日
と
母
。
広
の
区
別
が
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
ア
ゾ

l
の
狭
義
の

F
M
と
広
義
の
万
凶
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。と

こ
ろ
で
野
田
論
文
同
所
は
、
内
同
円
。

-
t
g
Z円
四
]
と

-a
ロ白

Z
円
丘
町
に
つ
い
て
、

J
a
ロ
山
富
吋
巾
一
一
冊
と
い
う
用
法
は
複
数
形
に
用
い
た
り
、
単
数

形
で
も
用
い
、
単
数
形
の
時
は
不
定
冠
調
を
附
し
て
い
る
が
、
内
町
。
芹
出
回
一
宮
司
巳
の
方
は
単
数
で
定
冠
詞
を
附
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
前
者

は
具
体
的
な
自
然
法
の
個
々
の
規
定
、
後
者
は
自
然
法
一
般
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
骨
三
件

E
E『
巳
の
用
例
と
し
て
野
田
論
文
で
は
、

nF・
ロ
申
・
?
呂
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
申
・
巳
に
は
、
ロ
可
釦
仏
田
口
凹
口
市
印

-a印〔
Z
U
R玄
可
包
括
印
〕

ロ
ロ
巾
℃
国
司
昨
日
巾
円
山
巾
円
巾
心
己
正
広
明
。
丘
。
ロ
ロ
巾
ロ
グ
G
C
日巾師同
CHM
【同

g
u口出
EHm-唱
え
口
可
巾
ロ
国
ロ
ロ
巾
田
口
可
巾

ρ
色
町
民
国
司
玄
可
即
日

Z
と
い
う
よ
う
に
、

ag-片

口
同
苫
吋
巾
]
が
不
定
冠
調
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
一
。
山
田
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
規
律
さ
れ
て

い
る
も
の
が
骨

a
t
g
E円
巳
と
イ
コ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
円
同

g
x
は
準
則
あ
る
い
は
そ
の
総
体
で
は
な
く
、
具
体

的
な
正
し
い
関
係
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
野
田
論
文
の
仮
説
か
ら
説
明
で
き
る
母
包

t
g
g吋
包
の
用
例
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
巾
え
円
山
口
弘
司

OR
ロ
白
昨
日
色
・

2
n
w
m
a
s
z
o工
E
S
E
Eタ
DEm--::(nFHHF
申
)
。
ロ

Z
Z
R
号
ロ
ロ
巾
宮
町
】
巾
口
。
ョ

骨

-
0
2
B
E
S
-
-
g
o
E
E
仏
g
x
E
Z司
巾
]
(
わ
げ

-HH
聞い
ω)
な
ど
、
ま
た
、
内
凶

g
x
E
E円
己
と

-o一
口
兵
員
巾
]
]
巾
と
が
同
義
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
直
系
血
族
が
い
な
い
場
合
に
、
傍
系
血
族
が
相
続
人
と
さ
れ
る
準
則
に
つ
い
て
、

g
-
g
ロ
2
5円相ロ
P
D己
由
旬
開
邑

-
z
g

vm司
山
岳
山
門
田
内
吉
田
田
口
問
お
よ
び
白
口
弘
司

O斥
ロ
白

Z
門町一

ο巳
釦
旬
℃
巾

-
Z
F由
円
三

E
広

ECH((υF・
己
中
・

2
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(VY-HH
叩・

2
の

n
g

g
Z三
円
安
司

σ
-
g
gロ
ニ
巾
門
同

g
x
ロ白

Z
5
7
豆
2
8
E
S
E
-
gロ
と
由
・
N

印
の
ロ

g
z
s
u
o『
窓
口
同
色
町
ロ
巾
匂
問
的

σSER--mo巳
広
口
白
宮
吋
巾

-
u
u
R

円四
g
E
σ
Z
E
e
a
円四
g
p
g印巾凹円。
5
2
5
2
n
g
号

m
g
円四
2
-
o
g
R
E可回目司
g
、
あ
る
い
は
、

m
・8
の
あ

mzm
円
吉
舎
。
芹
ロ
田
仲
買
巳
と
M
M

同回目ロ

nF日)

北法38(3・13)427



説E命

《
足
。
口
一
円
品
川
口
忠
己
吋
巾
]
}
巾
(
な
お
、
中
出
お
よ
び
わ
F
E
m・5
に
は
み

m-g
口出

E
z
-
-
2
骨

-WEE-お
と
い
う
表
現
も
あ
る
)
か
ら
す
る
と
、
門
町
。
一
昨

口白

zz-と
m門恒三円
m口
出
昨
日
巾

--mと
が
同
義
な
い
し
き
わ
め
て
近
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

mo巳
広
は
具
体

的
関
係
に
お
け
る
正
し
さ
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
門
町
。
一
昨
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

m
G
E
芯
と
門
凶

g
p
に
つ
い
て
は
、
野
田
良

之
「
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
百
三
号
第
三
条
の
『
条
理
』
に
つ
い
て
雑
観
」
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
三

年
)
二
五
三
頁
以
下
参
照
。

円四円。-門門凶巾

m
g団司門田『。一仲間
)
Z
E
戸
内
同

S
X
℃
ユ
〈
少
。

gxn-4一
一
に
つ
い
て
も
、
門
町
。
一
昨
口
同
昨
日
色
と
同
じ
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
。

g
芹

5
5白
戸
内
町
包
門

g
口。ロ

5
5・己
g
x
m
nユ
円
は
、
準
則
の
総
体
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
、
よ
り
具
象
的
に
ま
一
吋

g
aロ

今
O
X
5
5白山口

(ny-HHm-E・
5
)
お
よ
び
ロ
ミ
巾
白
色
ロ
骨
C
芹
門
田
口
。
巳
円
宮
町
つ
ま
り
の
O
G
E
Eユ
∞
丘
三
-
2
お
よ
び
わ
。
召
5

Eユ
凹
門
出
口
。
口
一
三

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
書
物
も
準
則
を
集
成
し
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
マ
の
「
法
論
」
に
は
、

互
と
違
っ
て
骨
号
の
定
義
は
な
い
ー
ー
そ
の
こ
と
自
体
重
要
だ
が
1

1
の
で
あ
り
、
よ
り
立
入
っ
た
歴
史
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
}
巾
凶
を
準
則
し
た
が
っ
て
一
般
的
・
抽
象
的
正
と
す
る
の
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
も
い
っ
し
ょ
で
、
彼
の
場
合
こ
れ
に
対
し
古
田
は
、

何
ら
か
の
正
し
い
関
係
、
そ
の
意
味
で
個
別
的
・
具
体
的
正
で
あ
る
。
「
神
学
大
全
」
第
二
・
二
部
第
五
七
問
第
一
項
、
第
二
項
稲
垣
良
典
訳
『
ト

マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
神
学
大
全
第
四
冊
』
(
創
文
社
・
一
九
八
五
年
)
一
一
|
五
頁
、
七
頁
参
照
。
葛
生
栄
二
郎
「
中
世
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
自
然

法
と
万
民
法
と
の
関
係

l
l自
然
法
と
実
定
法
と
の
中
間
領
域
|
|
」
吋
上
智
法
学
論
集
』
二
九
巻
一
号
(
一
九
八
六
年
二
九
六
頁
以
下
参
照
。

一
般
的
・
抽
象
的
正
と
個
別
的
・
具
体
的
正
に
つ
い
て
は
、
小
菅
芳
太
郎
「
レ
ス
プ
プ
リ
カ
(
共
和
的
国
制
)
と
法
学
」
本
誌
三
六
巻
五
・
六
合

併
号
一
八
二
一
頁
参
照
。

ア

ル

ケ

1

(8)
論
証
不
能
な
基
本
命
題
・
第
一
原
理
と
の
関
係
づ
け
に
お
い
て
事
柄
を
認
識
す
る
こ
と
を
学
的
認
識
と
捉
え
る
点
で
、
ド
マ
も
ま
た
、
プ
ラ
ト

ン
「
国
家
」
六
巻
一
二
章
五
一
一

B
l
E
、
藤
沢
令
夫
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
日
』
(
岩
波
書
底
・
一
九
七
六
年
)
四
八
八
|
四
九

O
頁
以
来
の
月
ぽ
三
宮

の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
野
田
前
掲
(
注

5
)
論
文
五
七
頁
以
下
は
、
ド
マ
の
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
と

の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
学
的
l
体
系
的
思
考
と
い
う
点
で
は
、
少
な
く
と
も
、
中
世
ス
コ
ラ
学
以
来
の

学
問
化

l
体
系
化
の
伝
統
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
も
ド
マ
の
法
学
も
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
体
系
化
の
枠
内
で
は
、
ド
マ
に
は
デ
カ
ル
ト
と
は
や
は
り
決
定
的
に
違
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
デ

カ
ル
ト
は
、
そ
の
基
本
命
題
と
し
て
、
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り

(g巴
Z-
巾
話
。

2
5
)
」
を
措
い
た
。
こ
れ
は
、
認
識
論
的
に
は
、
行

北法38(3・14)428



(1) ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police 

為
か
ら
行
為
主
体
の
存
在
を
推
測

(gD-RZE)
す
る
、
あ
る
い
は
、
結
果
か
ら
動
因

(
g
c
g
巾
呂

amg)
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

経
験
的
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
マ
は
、
経
験
的
認
識
を
基
本
命
題
と
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
「
法
論
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

司令。
「
個
人
の
行
動
を
個
別
的
に
規
律
し
、
人
々
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
作
る
社
会
の
秩
序
を
規
律
す
る
法
の
第
一
の
原
理
よ
り
も
人
々
に
よ
く
知

ら
れ
た
も
の
は
な
い
に
違
い
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
が
知
る
源
と
な
る
〔
キ

リ
ス
ト
教
〕
宗
教
(
}
白
河
己
反
宮
口
)
の
光
を
も
た
な
い
人
々
で
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
原
理
だ
け
は
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
承
認
す
る
に
違
い
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
何
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
人
々
の
う
ち
で
最
も
有
能
な
(
宮
山
月
比
一
巾
)
人
々
で
も
、
こ
れ
ら
の
原
理
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
理

を
犯
し
、
だ
い
な
し
に
す
る
準
則
を
立
て
た
り
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
ロ

1
マ
人
は
、
す
べ
て
の
国
民

(
Z
巳
Z
D
)
の
う
ち
で
最
も
よ
く
国
法
を
育
み
、
本
当
に
正
し
い
こ
と
を
非
常
に
多
く
行
っ
た
が
、

他
の
民
族
と
同
様
に
、
そ
の
奴
隷
や
自
分
た
ち
の
子
の
生
命
を
奪
う
こ
と
を
許
し
た
。
父
親
お
よ
び
主
人
だ
と
い
う
資
格
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
能

は
、
(
強
い
者
は
弱
い
者
に
対
し
)
人
間
的
で
あ
れ
〔
『
ロ
ヨ
恒
三
円
臥
〕
と
い
う
法
を
逸
脱
し
て
よ
い
か
の
ご
と
く
に
。
」

「ロ

1
マ
人
た
ち
が
法
の
原
理
を
知
る
こ
と
か
ら
い
か
に
遠
か
っ
た
か
を
判
断
で
き
る
材
料
は
、
こ
の
混
乱
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
目
立
っ
た

も
う
一
つ
の
証
拠
は
、
ロ
ー
マ
人
の
哲
学
者
た
ち
が
人
聞
社
会
、
そ
の
基
礎
に
は
法
の
原
理
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
人
聞
社
会
の
起
源
に
つ
い
て

ロ
l
マ
人
た
ち
に
説
い
た
考
え
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
、
法
の
原
理
を
認
め
、
そ
れ
が
人
々
の
結
合
(
ロ
包
。
ロ
)
を
必

然
的
に
作
り
出
す
態
様
を
見
て
取
る
ど
こ
ろ
か
、
人
聞
は
原
初
に
は
野
獣
と
と
も
に
野
に
あ
っ
て
、
交
際

(
8
5
5
=
E
g
z
oロ
)
も
結
び
つ
き

(
ロ
包
窓
口
)
も
な
し
に
生
き
、
そ
の
状
態
は
、
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
が
、
人
々
を
い
っ
し
ょ
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
付
き
、
人
々
を

一
つ
に
す
る
た
め
に
彼
ら
を
手
な
ず
け
は
じ
め
る
ま
で
続
い
た
、
と
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(
Q
2
5・
U
巾
山
口
語
口
片
山

OR---M)

異
教
徒
と
し
て
生
き
た
者
の
う
ち
で
最
も
開
明
的
で
あ
っ
た
人
々
に
お
い
て
な
お
あ
る
光
と
聞
と
の
こ
の
奇
妙
な
矛
盾
の
原
因
に
つ
い
て
、

す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
正
義
と
衡
平
の
準
則
に
つ
い
て
か
く
も
知
り
え
た
の
に
、
そ
れ
ら
が
拠
っ
て
立
つ
原
理
を
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
原
因

に
つ
い
て
は
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
ま
で
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
イ
ロ
ハ
を
知
れ
ば
こ
の
謎
は
解
け
る
。
人
間
の
状
態
に
つ
い
て
こ

の
宗
教
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
も
の
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
混
乱
の
原
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
神
が
人
聞
社
会
の
秩
序
と
し

て
立
て
、
正
義
と
衡
平
の
す
べ
て
の
準
則
の
源
と
な
っ
て
い
る
、
法
の
第
一
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
h
y
H
問

北法38(3・15)429



説論

]

戸

)

以
上
の
よ
う
に
、
ド
マ
は
、
法
学
の
発
展
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
人
の
功
績
を
高
く
評
価
す
る
が
、
そ
の
ロ

1
マ
人
に
し
て
な
お
混
乱
を
ま
ぬ
が

れ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
啓
示
を
基
本
命
題
に
す
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
(
こ
の
過
程
自
体
は
経
験
的
で
あ
る
)
。

(
9
)
(
U
F
-
H

閉・
N

・
第
一
原
理
、
基
本
命
題
に
は
、
そ
の
真
で
あ
る
こ
と
(
〈
mユ
円
巾
)
と
確
実
で
あ
る
こ
と

(
n
R
Z
E仏
巾
)
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
こ

の
後
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
法
の
第
一
原
理
は
、
他
の
人
間
的
諸
学
(
印
門
戸

g
s
z
z
g回
一
見
回
)
の
原
理
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
達
し
、
説
得
す
る

と
い
う
特
徴
を
も
っ
た
真
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
他
の
諸
学
の
諸
原
理
:
・
が
、
精
神
宮
告
立
件
)
の
み
の
対
象
で
あ
っ
て
、

心
情
(
円
自
己
吋
)
の
対
象
で
は
な
く
、
ま
た
、
す
べ
て
の
人
の
精
神
に
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
法
の
原
理
:
:
:
は
、
そ
れ
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
は
な
く
、
精
神
と
心
情
と
に
等
し
く
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
の
精
神
宮
毎
号
)
は
、
パ
ス
カ
ル
「
パ
ン
セ
」
断
章
一
八
五
、
二
四
五
(
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
版
|
|
以
下
同
じ
)
か
ら
す
れ
ば
、

理
性

(E-gロ
)
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
情
と
精
神
な
い
し
理
性
の
対
比
は
、
寸
パ
ン
セ
」
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
版
第
四
章
「
信
何
の

手
段
に
つ
い
て
」
の
中
心
的
テ
l
マ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
断
章
二
四
八
、
二
五
二
、
二
六
七
、
二
七
七
二
八
八
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

「
パ
ン
セ
L

の
邦
訳
は
、
前
田
陽
一
責
任
編
集
『
パ
ス
カ
ル
・
世
界
の
名
著
却
』
(
中
公
パ
ッ
ク
ス
・
一
九
七
八
年
)
所
収
の
前
田
陽
一
・
白
木

康
訳
を
用
い
た
。

な
お
、
ト
マ
ス
は
、
「
詩
編
」
八
三
・
三
〔
八
四
・
二
〕
「
わ
が
心
と
わ
が
身
は
生
け
る
神
に
向
か
っ
て
喜
び
歌
い
ま
し
た
お
R
5
2
5
2
2
8

5
2
巾
阿
三
g
g
E
E
5
0
2
5
4
-〈
ZB)
」
か
ら
、
円
。
吋
を
「
知
性
的
欲
求
(
若
宮
吾
E
E
z
-
-巾
江
守
口
印
)
」
、
円
同
円
。
を
「
感
覚
的
欲
求
(
阻
害
皇
円
5

8
5
R
2
5
)
」
と
解
し
て
お
り
(
「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
二
四
間
第
三
項
主
文
)
、

8um巴
吉
田
が
認
識
能
力
と
し
て
の
日
己
。
と
対
比
さ
れ

る
以
上
、

g吋
と
円
阻
止
。
の
対
比
を
ト
マ
ス
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
一
巻
一
三
章
の
魂
に
お

ロ

ゴ

ス

け
る
、
「
こ
と
わ
り
」
を
有
す
る
部
分
と
、
「
こ
と
わ
り
」
を
有
し
な
い
が
あ
る
意
味
で
そ
れ
を
分
有
す
る
部
分
と
が
、
『
由
民
。
と
円
。
司
に
対
応
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
高
田
三
郎
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
出
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
)
五
三
頁
参
照
。
ト
マ
ス
の
注
釈
(
第
二

O
諮
二
四

O

款
)
で
は
、
「
欲
情
的
な
力
お
よ
び
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
欲
求
的
な
力
、
た
と
え
ば
怒
る
力
や
意
思
は
、
誘
導
す
る
理
性
〔
の
声
〕
を
聴
き
と
り
、

そ
れ
に
支
配
者
に
対
す
る
ご
と
く
に
従
う
の
に
応
じ
て
、
何
ら
か
の
し
方
で
理
性
を
分
有
す
る
守
政
円
。
ロ
2
立
回
巳
σロ
2
2
0
5口
町
三
回

同
匂
匂
巾
岳
山
〈
P
凹

-n口
同
町
出
回
円
号
ロ

2
2
4
0
-
Z
E
E
-
古
川
凶
耳
目

n
-
B
E
田
口
告
白
出
同
市
司

E
Z
Oロ巾
B
‘
回
巾
円
ロ
ロ
仏
C
B
A
C
O
B
巾同問己仏
Z
E
E
Z
Oロ何百
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(1) 

ョ。
4
巾ロ
Z
B
a
o
σ
丘
一
ロ
ロ
丹
巾
山
口
三
B
宮
司
白
ロ
巳
)
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
次
注
参
照
。

(
叩
)
寸
法
の
第
一
原
理
を
発
見
す
る
の
に
、
と
り
う
る
道
の
う
ち
で
、
ニ
つ
の
第
一
の
真
理

E
E
M
U
3
5お
お
∞
芯
ユ
広
印
)
を
想
定
す
る
こ
と
ほ
ど

簡
単
で
確
実
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
真
理
は
、
簡
単
な
定
義
か
ら
だ
け
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
だ
が
、
一
つ
は
、
人
の
法
と
は
、
彼
の

行
為
の
準
則
(
『
巾
包

2
骨

S
B
E
E
-円
巾
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
こ
こ
で
い
う
行
為
と
は
、
人
間
の
そ
の
目
的
へ
と

向
か
う
歩
み
(
島
自
白
叶
円
宮
田
仏
mu--Y055巾
〈
冊
吋
印
加
山
内
宮
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
の
法
の
第
一
の
基
礎

(
U
5
Bぽ
a
pロ
骨
B
g凹
)
を
見
出
す
た
め
に
は
、
人
間
の
目
的
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
知

る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
聞
が
こ
の
目
的
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
を
こ
の
目
的
へ
と
導
く
道
お
よ
び
歩
み
の
第
一
の
準

則
と
な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
第
一
の
法
、
他
の
す
べ
て
の
法
の
基
礎
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
わ
戸
回
開
・

ω
)

「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
九

O
問
第
一
項
主
文
「
法

(ZH)
と
は
、
行
為
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
準
則
お
よ
び
尺
度
(
告
白
色
白
B
R
mロ
Z

2
5
2
2『
白
)
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
人
は
、
行
為
に
誘
導
さ
れ
、
ま
た
行
為
を
抑
止
さ
れ
る
。
・
:
と
こ
ろ
で
、
人
間
的
な
行
為
の
準
則
お
よ

び
尺
度
は
理
性

(
E
Z
S
で
あ
る
。
理
性
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
(
第
一
問
第
一
項
異
論
解
答
三
)
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
的
な
行
為
の

第
一
原
理
(
匂
ユ
S
E
E
-
)ユ
ロ
丘
三
巴
自
)
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
と
い
う
の
も
、
理
性
の
領
分
は
、
目
的
へ
と
関
連
づ
け
る
こ
と
(
。
E
E
R巾
包
一
皆
同
巾
ヨ
)

で
あ
り
、
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
目
的
が
行
為
に
お
い
て
は
第
一
原
理
な
の
で
あ
る
か
ら
。
」
稲
垣
良
典
訳
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
神
学
大
全
第

日
冊
』
(
創
文
社
・
一
九
七
七
年
)
一
三
真
、
出
隆
・
岩
崎
允
胤
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
3
自
然
学
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
六
八
年
)
一
二

O
O

a
二
二
、
八

O
頁
、
高
田
前
掲
訳
書
問
(
岩
波
文
庫
・
一
九
七
三
年
)
一
一
五
一

a
一
六
、
四
三
|
四
四
頁
参
照
。

「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
一
間
第
一
項
主
文
「
人
聞
が
行
う
行
為
の
う
ち
で
、
固
有
の
意
味
で
『
人
間
的
な

(
E
B白ロ
5)
』
行
為
だ
と
い

え
る
の
は
、
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
人
聞
に
固
有
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
聞
が
他
の
理
性
を
も
た
な
い
被
造
物
(
一
円
E
Z
O口同
Z
-
2

Q
S
E
E
S
と
異
な
る
の
は
、
人
聞
が
そ
の
行
為
の
主
人
(
号
S
E
5
)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
有
の
意
味
で
人
間
的
な
行

為
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
人
聞
が
そ
の
主
人
で
あ
る
行
為
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
聞
が
そ
の
行
為
の
主
人
で
あ
る
の
は
、
理
性
(
吋
丘
町
。
)

と
意
思

(g-zロ
冨
田
)
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
由
な
選
択

2
Z
E
B
R
E
E
C
S
)
も
、
『
意
思
と
理
性
の
実
行
カ
(
時
間

2-gm

〈
C
E
E己
2
2
E
E
o
E印
)
』
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
有
の
意
味
で
人
間
的
な
行
為
と
い
わ
れ
る
の
は
、
熟
慮
を
経
た
意

思
(
〈
O
]
ロ
昆
虫
色
巾

-5q巳
と
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
他
の
行
為
で
も
人
聞
に
適
合
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
た
し
か
に
『
人
聞

の

(vos-口
町
)
』
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
固
有
の
意
味
の
人
間
的
な
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
で
あ
る

北法38(3・17)431
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説自命

か
ぎ
り
の
人
間
の
行
為
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ー
ー
さ
て
、
何
か
あ
る
能
力
(
宮
丹
市
ロ
吾
凶
)
に
発
す
る
す
べ
て
の
行
為
は
、
そ
の
対
象
の
性
格

(
E
Z
O
)

に
応
じ
た
〔
そ
の
対
象
に
関
連
す
る
〕
能
力
に
よ
り
惹
起
さ
れ
る

(
2
5白
立
)
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
意
思
の
対
象

は
、
目
的

(
m
E凹
)
で
あ
り
、
善

(σoロ
ロ
ヨ
)
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
人
間
的
な
行
為
が
目
的
の
た
め
に
あ
る
こ
と
は
、
必
然
で

あ
る
。
」
同
項
異
論
解
答
三
「
こ
の
種
の
〔
他
か
ら
刺
激
を
受
け
て
手
足
を
動
か
す
と
か
ひ
げ
を
な
で
る
と
い
っ
た
熟
慮
な
き
〕
行
為
は
、
固
有

の
意
味
で
人
間
的
な
行
為
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
人
間
的
な
行
為
の
第
一
原
理
で
あ
る
理
性
の
熟
慮
に
発
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
で
は
、
目
的
は
た
し
か
に
想
像
さ
れ
る
が
、
理
性
に
よ
っ
て
目
的
が
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
」

「
あ
る
も
の
の
目
的
を
認
識
す
る
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
の
も
の
が
何
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が

何
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
の
は
、
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
か
を
見
て
、
そ
の
も
の
の
機
構
(
印
可
口
三
日
巾
)
が
何
と

関
連
し
う
る
か
を
発
見
す
る
場
合
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
本
性
を
、
神
自
ら
が
定
め
た
目
的
に
適
う
よ
う
に
し
た
こ

と
は
、
た
し
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
聞
が
身
体
を
動
か
し
め
る
魂
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
魂
の
中
に
は
二
つ
の
能
力
、
す
な
わ
ち
、
認
識
す
る
こ
と

に
適
し
た
理
解
力
窓
口
同

g骨
B
g
c
と
愛
す
る
こ
と
に
適
し
た
意
思
(
〈
色
。
口
伝
)
と
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
知
っ
て
お
り
、
ま
た
感

じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
が
人
聞
を
作
っ
た
の
は
、
認
識
し
、
愛
す
る
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
何
か
あ
る
対
象
、
す
な
わ
ち
、
そ

れ
を
認
識
し
愛
す
る
こ
と
が
必
ず
や
人
間
の
平
安
(
円
岳
。
凹
)
と
幸
福

(σ
。ロ

F
Eこ
と
を
も
た
ら
す
対
象
に
結
び
つ
く
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
人

間
の
す
べ
て
の
歩
み
が
向
か
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
対
象
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次

の
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
の
第
一
の
法
は
、
人
聞
が
こ
の
対
象
、
つ
ま
り
、
必
然
的
に
人
間
の
目
的
で
あ
り
、
ま
た

そ
こ
に
お
い
て
人
聞
が
そ
の
至
福
(
獄

-Eお
)
を
見
出
す
は
ず
の
こ
の
対
象
を
尋
ね
、
愛
す
る
こ
と
を
目
ざ
せ

S
g片山口出位。ロ帥

zznY2nz

巾
円
山
]
〆

5
0己
『
)
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
法
こ
そ
は
、
人
間
の
す
べ
て
の
歩
み
の
指
針
(
円

S
-
S
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
人
間
の
法

の
原
理
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
J
R
y
-
-
?
ω
)

「
人
聞
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
全
世
界
に
あ
る
も
の
の
う
ち
で
、
人
間
自
身
を
含
め
て
、
人
間
の
目
的
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
何
か
見

出
す
こ
と
は
な
い
。
人
間
自
身
に
は
、
至
福
を
見
出
す
ど
こ
ろ
か
、
悲
惨
と
死
の
種
(
お
5
2
9田
己

2
5
-田
町

2

2
骨

E
5
0ユ
)
し
か
見
る

こ
と
は
な
い
。
人
間
の
ま
わ
り
に
も
、
全
世
界
を
見
渡
し
て
も
、
目
的
と
な
り
う
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
の
精

北法38(3・18)432



(1) ジャン・ド?の loisde la religionとloisde la police 

神
に
と
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
心
情
に
と
っ
て
も
。
わ
れ
わ
れ
の
ま
わ
り
に
見
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
目
的
と
考
え
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ

れ
こ
そ
が
こ
れ
ら
の
も
の
の
目
的
で
あ
り
、
神
が
こ
れ
ら
の
も
の
を
作
っ
た
の
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
の
み
で
あ
る
(
申
命
記
四
・
一
九
)
」

(
E

na
円

芹

)

「
し
た
が
っ
て
、
神
が
人
間
を
作
っ
た
の
は
、
神
自
身
の
た
め
で
あ
る
(
簸
一
百
二
ハ
・
四
、
申
命
記
二
六
・
一
九
、
イ
ザ
ヤ
書
四
三
・
七
)
。
人

聞
に
理
解
カ
を
与
え
た
の
は
、
神
を
-
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
。
人
間
に
意
思
を
与
え
た
の
は
、
神
を
愛
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
認
識
と
愛
と
い

う
幹
に
よ
っ
て
こ
そ
、
神
は
人
間
た
ち
が
神
と
結
び
つ
く
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
神
こ
そ
自
分
た
ち
の
真
の
生
で

あ
り
、
唯
一
の
至
福
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
(
申
命
記
三

0
・二

O
、
ヨ
ハ
ネ
伝
一
七
・
三
)
。
」

(
H
O
n
-
n
F
)

な
お
、
策
言
一
六
・
四
は
ド
マ
の
引
用
で
は
、
「
主
は
万
物
を
御
自
身
の
た
め
に
作
ら
れ
た

(
C昆〈
2
g
官
。
ヌ
2
8
5
2
e
2
5
0℃
σ
E吉田

巾印己
)
O
S
E
E凹
)
」
申
命
記
二
六
・
一
九
は
、

J
c
ら
に
主
は
、
あ
な
た
を
御
自
身
の
誉
れ
と
御
名
と
栄
え
の
た
め
に
作
ら
れ
た
す
べ
て
の
民
族
に

ま
さ
る
も
の
と
な
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
(
同
庁
内
田
巳

2
z
e
n
B
E
0
5
5
2ロ円片山田ぬ巾
E
F
g
w
A
C白凹門司
g
i片
E
E
C己巾
H
P
Z
ロ。
5
8・
2

m
-
2
U
5
2同
B
)
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
聞
が
神
に
似
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
こ
と
こ
そ
人
間
の
本
性
、
人
間
の
信
何
、
人
間
の
第
一
の
法
を
成
り
た
た
し
め

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
悟
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
本
性
は
、
神
の
似
像
と
し
て
創
造
さ
れ
、
必
然
的
に
そ
の
生
で
あ
り

至
福
で
あ
る
こ
の
至
高
の
善
(
印
。
ロ
〈
巾

B
E
E
S
)
を
も
っ
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の

信
仰
は
、
す
べ
て
の
法
の
集
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
人
間
を
こ
の
生
へ
と
導
く
光
お
よ
び
道
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
(
簸
言
六
・

二
三
)
。
人
間
の
第
一
の
法
は
、
そ
の
信
仰
の
精
神
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
人
聞
に
至
高
の
善
を
尋
ね
、
愛
す
る
こ
と
を
命
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
至
高
の
善
の
た
め
に
、
人
聞
は
、
そ
れ
を
も
つ
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
精
神
と
心
情
の
す
べ
て
の
カ
を
つ
く
し
て
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
マ
タ
イ
伝
二
二
・
三
八
、
知
恵
の
書
六
・
一
八
)
。
」
(
わ
F
-
H
m
・
?
?
白
)

人
聞
の
悲
惨
と
神
へ
の
愛
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
パ
ン
セ
」
の
中
心
的
テ

l
マ
で
あ
っ
た
(
第
八
章
「
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
」
以
下
の
諸
断
章

参
照
)
が
、
神
の
探
究
(
「
巾
n
y
巾
R
Y巾
)
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
が
パ
ス
カ
ル
と
ド
マ
と
の
違
い
な
の
か
、

そ
れ
と
も
護
教
諭
と
し
て
の
「
パ
ン
セ
」
と
「
法
学
(
由
巳
巾
ロ
円
巾
骨
一
号

oxご
と
の
違
い
な
の
か
、
な
お
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

人
間
の
至
福
と
法
の
第
一
原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
九

O
問
第
二
項
、
稲
垣
前
掲
訳
書
(
注
9
)
六
l

八
頁
参

照
。
な
お
、
見
{
出
〈
白
戸
N
巴
j
r
s
u
o
B白
骨
(
同
色
町
広
甲
町
)
・
何
回
白
白
山
内
U
5
8
5吾
ロ
昨
日
。
ロ
母

Ez--omoZぽ
古
門

5
0
5
匂円
m
n
m
最門田市
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説

-
白
玄

o
m
z
z
-巾
仏
三

R
2
8
5ロ
-
Z
(
Eユタ
ω町
内
予
邑
ω品
)-HV-E-を
も
参
照
。

(U)
「
こ
の
第
一
の
法
こ
そ
が
、
他
の
す
べ
て
の
法
の
基
礎
で
あ
り
、
第
一
原
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に
至
高
の
善
を
尋
ね
、
愛
す
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
の
法
は
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
に
共
通
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
に
、
人
間
た
ち
に
相
互
に
結
合
し
、
相
互
に
愛
し
あ
う
こ
と

を
義
務
づ
け
る
別
の
法
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
た
ち
は
、
そ
の
共
通
の
至
福
と
な
る
べ
き
、
あ
る
唯
一
の
善
を
も
つ
こ
と
で
結
合

す
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
一
体
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
緊
密
に
結
合
す
る
(
ヨ
ハ
ネ
伝
一
七
・
一
一
こ
よ
う
に
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
共
通
の
目
的
を
も
つ
こ
と
で
結
合
す
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
人
間
た
ち
は
、
彼
ら
を
そ
の
目
的
へ
と
導
く
道
で
、
互
い
を
結
ぶ
自
然
的
愛

2
5。
己
吋
口
出

zz-)
の
紳
を
つ
く
り
、
そ
の
結
合
を
は
じ
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
J
R
F
H
叩
・
ご

(
ロ
)
マ
タ
イ
伝
二
二
・
三
五
|
四

O
「
そ
の
う
ち
の
〔
ブ
ア
リ
サ
イ
派
の
)
一
人
の
律
法
の
専
門
家
が
イ
エ
ズ
ス
を
試
み
よ
う
と
し
て
、
『
先
生
、
ど

の
お
き
て
が
律
法
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
重
要
で
す
か
』
と
尋
ね
た
。
イ
エ
ズ
ス
は
答
え
て
、
『
「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽

く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
せ
よ
」
。
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
重
要
な
、
第
一
の
お
き
て
で
あ
る
。
第
二
も
こ
れ
に
似
て
い
る
。
「
隣
人
を

あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
せ
よ
』
。
す
べ
て
の
律
法
と
預
言
者
の
教
え
は
こ
の
二
つ
の
お
き
て
に
基
づ
い
て
い
る
』
と
仰
せ
に
な
っ
た
。
」
マ
ル

コ
伝
二
了
二
九
三
て
ル
カ
伝
一

0
・
二
五
1

二
八
も
同
旨
。
寸
パ
ン
セ
」
断
章
四
八
四
「
二
つ
の
律
法
(
]
包
)
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
法
律

〔
国
制
の
法
〕
(
【

oJo--tAE巾
)
に
も
ま
さ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
国
〔
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
国
〕
(
見
守
口
豆
一
o
z
m
n宵
mpwロ
ロ
巾
)
を
統
治
す
る
の
に

十
分
で
あ
る
。
L

(
日
)
「
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
第
一
の
法
の
精
神
に
よ
っ
て
、
神
は
、
人
間
た
ち
を
そ
の
共
通
の
目
的
を
も
つ
こ
と
で
結
合
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
、
こ

の
目
的
へ
と
到
達
す
る
手
段
を
用
い
る
た
め
に
最
初
の
結
合
の
紳
を
人
間
た
ち
の
間
に
結
ば
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
た
ち
に
必
ず
や
至

福
を
も
た
ら
す
神
と
の
結
合
の
成
否
を
、
こ
の
人
間
た
ち
の
結
合
、
必
然
的
に
人
間
た
ち
の
聞
に
社
会
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
結
合

の
よ
き
使
用

(σcロ
5
白
尚
一
巾
)
に
関
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

神
が
社
会
を
人
間
の
本
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
し
た
の
は
、
こ
の
社
会
で
人
間
を
結
び
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
至
高
の
善
を
目
ざ
す
の

を
人
間
の
本
性
だ
と
考
え
る
の
と
同
様
に
、
社
会
、
お
よ
び
、
い
た
る
所
で
人
聞
を
社
会
へ
と
結
び
つ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
粋
を
目
ざ
す
こ
と
も
、

人
間
の
本
性
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
紳
は
、
人
聞
が
二
つ
の
第
一
の
法
を
実
行
す
べ
く
目
ざ
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
、
同
時
に
、
人
間
の
す
べ
て
の
義
務
の
細
則
の
基
礎
で
あ
り
、
す
べ
て
の
法
の
源
泉
で
あ
る
。

L
R宮
古
・
岡
山
・
∞
)

注

(
8
)
で
見
た
よ
う
に
、
ド
マ
は
、
人
聞
は
原
初
的
に
は
個
々
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
必
要
性
あ
る
い
は
効
用
の
た
め
に
社
会
を

論

北法38(3・20)434



(1) 

作
っ
た
と
い
う
考
え
方
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
マ
の
反
論
は
、
経
験
的
認
識
あ
る
い
は
古
典
の
権
威
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

神
の
創
造
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
人
間
の
社
会
性
は
、
証
拠
に
よ
る
証
明
の
問
題
で
は
な
く
、
信
仰
の
問
題
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

(は
)
Q
M
-
M
間

ω-gm白ぬ一巾
H
H
H

巾
三
と
い
う
語
は
、
ド
マ
に
お
い
て
は
、
相
当
広
範
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
六
五
頁

以
下
で
は
、
便
宜
的
に
「
債
務
関
係
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

g
官

官

B
g門
が
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係
を
も
指
示
す

る
以
上
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
債
務
関
係
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
二
の
種
類
の

g
m同官・

5
叩
互
に
つ
い
て
も
、
そ
の
用
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
債
務
関
係
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
個
別
的
な

g
m血
肉
巾
目
。
尽
に
は
、

意
思
に
よ
る
も
の
守
♀

o
E田
町
巾
)
と
意
思
に
よ
ら
な
い
も
の
(
宮
〈
。

-oロ
g
町
巾
)
と
が
あ
る

(
(
U
Y
・品

F

N

)
。
さ
ら
に
前
者
に
は
、
前
当
事
者

な
い
し
複
数
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
、
一
方
の
み
の
意
思
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
に
分
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
意
思
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
、
組
合
、
賃
約
、
売
買
等
と
い
っ
た
合
意
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
み
の

意
思
に
よ
る
も
の
は
、
相
続
の
承
認
に
よ
り
相
続
財
産
の
債
権
者
に
債
務
を
負
う
関
係
、
事
務
管
理
か
ら
生
ず
る
関
係
等
で
あ
る
(
叩
・

ω
)
。
意
思

に
よ
ら
ざ
る

gぬ釦ぬ巾
g
g門
と
は
、
神
が
人
々
を
そ
の
者
の
選
択
な
し
に
そ
の
関
係
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
参
事

会
員

(mnymipgg三
)
の
よ
う
な
地
方
公
共
体
の
役
職
(
岳
民
間
巾

BEEn-宮
芯
)
や
後
見
人
の
よ
う
に
裁
判
所
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
務
管
理
の
本
人
の
義
務
、
共
同
海
損
に
お
け
る
荷
主
間
の
関
係
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
も
た
ざ
る
者
が
自
己
の
生
存
を
維

持
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
は
、
も
て
る
者
に
と
っ
て
、
相
互
愛
を
行
う
べ
き
巾
口
問
白

-mmgg円
で
あ
り
、
ま
た
、
不
正
を
受
け
て
い
る
者
、
圧

迫
さ
れ
て
い
る
者
の
状
態
は
、
裁
判
職
務
お
よ
び
裁
判
権
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
者
を
保
護
す
る
た
め
に
自
己
の
職
務
を
行
う
べ

き

g
m
a巾
g
g円
で
あ
る
お
7
・k
p
m
-

土
。
な
お
、
「
国
法
」
の
第
一
部
第
二
編
「
合
意
な
く
し
て
成
立
す
る

g
阿国間巾

B巾
ロ
凹
」
第
八
章
は
、
「
重

罪
(
円
ユ
ヨ
巾
)
に
も
軽
罪

(am--門
)
に
も
な
ら
な
い
落
度
(
間
同
三
巾
)
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
」
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
野
田

論
文
八
二
|
八
三
頁
参
照
。

と
こ
ろ
で
、
円
ユ
ヨ
巾
と
島
一
昨
に
つ
い
て
は
、
寸
法
論
」
第
八
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

g
m担
問
巾
ヨ
巾
え
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
章
第
一

O
節
に
は
、

g
m諸問
B
8
2
1同
音
色
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
社
会
の
秩
序
に
反
し
て
合
意
が
行
わ
れ
た
場
合

に
、
そ
れ
は

g
m釦
側
一
巾
ヨ
町
三
円
ユ

g
z
a
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
法
あ
る
い
は
良
俗
を
犯
す
約
束
あ
る
い
は
合
意
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
が
該

当
す
る
か
も
し
れ
な
い
罰
(
胃

-
E凹
)
以
外
何
も
義
務
づ
け
な
い
。
」
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、

g
m白ぬ一巾ヨ巾ロ丹門司
-
5
5色
は
、
不
法
な
合
意
を
行
つ

北法38(3・21)435
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た
両
当
事
者
の
関
係
で
は
な
く
、
罰
と
の
関
係
で
巾
ロ
ぬ
白

m
m
g
g同
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

g
m間関巾
5
8同℃同
Enz-ぽ
『
と
対
比
さ
れ
る

g
m回
開
巾
日
四
三

t
a
g
-
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
が
人
々
を
社
会
に
配
置
(
回
耳
目
口
問
φ

ヨ
巾
口
同
)
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
身
分
(
円
。
ロ
仏
一
位
。
ロ
)
、
職
業

SEra-。
ロ
)
、
用
務
(
巾
B
H
L
a目
)
と

い
っ
た
も
の
が
あ
る

(
n
y
-
A
R
m
-
H
)
。

こ
の
よ
う
に
、

g
m知
町

g
m
E
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
広
い
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
単
に
「
義
務
」
と
訳
し
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
他

方
、
「
国
法
」
の
中
で

g
m白関一巾
5
2門
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
野
田
論
文
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
債
務
関
係
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
国
法
」
の
構
成
が
「
法
の
本
性
、
使
用
お
よ
び
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
」
、
「
人
」
、
「
物
」
、
巾
ロ
盟
関
巾
B
巾
ロ
∞
お
よ
び
「
相
続
」
で

あ
り
、
最
初
の
も
の
を
除
け
ば
、
「
人
」
、
「
物
」
は
巾
ロ

m昌一巾
g
g
m
と
「
相
続
」
の
主
体
と
客
体
、
「
相
続
」
は

g
m血肉巾
5
2凹
の
主
体
の
死
亡
に

よ
る
交
代
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
体
系
全
体
の
中
心
に

g
m印肉巾
B
S∞
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
別
稿
で
も
簡
単
に
触
れ

た
よ
う
に
(
本
誌
三
八
巻
一
号
七

O
頁
)
、
二
ハ
世
紀
の
体
系
に
連
な
る
も
の
で
あ
る

0

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
コ
ナ
ン
の
場
合
に
は
、

g
m回開巾
g
g田
の

位
置
に

R
丘。ロ

2
ゃ

p
n
g
が
あ
る
。
同
門
広

Oロ
2
の
う
ち
、
意
思
に
よ
る
も
の
が

g
E
2
2
5
で
あ
り
、
意
思
に
よ
ら
な
い
も
の
が
門

E
W
E
で

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
捉
え
方
は
、
コ
ナ
ン
自
身
が
指
示
し
て
い
る
よ
う
に

R
O
B
E
S
E
Z
E丘
団
円
守
口

F
-
5・ロ
gu-
ニ-

H
)

、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
∞
百
回
口
出

m
g白
(
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
第
三
章
一
二
二
一

a
プ
九
一
両
目
前
掲
訳
書
(
上
)
(
注
9
)
一
七
七
八
頁
)
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
ロ
丘
一
血
肉
自
由
と
い
う
概
念
は
、
ド
マ
の
巾
口
問
白
ぬ
一
巾

5
2門
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、
意
思
に
よ
ら
な
い
田
山
己
国

-zmB白
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
円
凶

mLWEB
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
も
ド
マ

と
異
な
る
。
し
か
し
、
体
系
の
大
枠
自
体
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
毛
ロ
白

-zmg白
に
あ
た
る
ト
マ
ス
の

g
gヨ
三
由
民
。
に
つ
い
て
は
、
「
神
学
大
全
」
第
二
・
二
部
第
六
一
間
第
三
項
主
文
、
稲
垣
前
掲
訳
書
第
四
冊
(
注
7
)

一
O
五
l
六
頁
参
照
o

g
岡田岡巾

B
S門
の
中
核
部
分
が
、
い
わ
ゆ
る
「
債
務
関
係
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
、

a
s
-
-
a
B回
や

8
5
5丘
三
日
0

と
連
続
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
仮
説
の
も
と
に
筆
者
は
一
応
「
人
間
関
係
」
と
訳
し
て
お
く
が
、
な
お
、
本
格
的
な
概
念
史
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

(
日
)
門
戸
印
叩

-N
・
ド
マ
の
有
名
な

F
2
2
5巾
ロ
片
山
。
自
己

g
S
E
-
-
2
骨
-
0
2
も
戸

2
2
m白m
町四日巾

E
Z
S
E
E
-
-
2
号

Z
U
の
一
適
用
例
と

も
考
え
ら
れ
る
。
〈
白

FN開「
o℃
-np
ロ♀・

5
・℃

-EN
参
照
。

F
g
n
g
S丘一
OBj--に
つ
い
て
は
、
北
村
一
郎
「
契
約
の
解
釈
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
破
段
院
の
コ
ン
ト
ロ
オ
ル
(
一
)
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
三
巻
一
二
号
一
七
七
五
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
、
目
。
{
を
法
律

と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
(
注
7
)
。
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な
お
、
ド
マ
は
、
た
と
え
ば
、
神
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
権
カ
(
宮
山
田

8
5
g
に
服
従
す
る
と
い
う
人
間
関
係
か
ら
、
社
会
の
秩
序
を
損
う

よ
う
な
こ
と
を
企
て
て
は
な
ら
な
い
等
、
一

O
の
準
則
を
導
き
出
し
て
い
る
。

(
日
)
立
国
ロ

a
m
z
g
a
m広
に
つ
い
て
。
寸
国
法
(
己
『
o
p
n
Zロ
)
の
す
べ
て
の
素
材
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
に
単
純
で
自
然
的
な
秩
序
を
も
っ
て
お
り
、

こ
の
秩
序
は
素
材
を
一
体
(
ロ
ロ

g召
印
)
の
も
の
に
し
、
こ
の
一
体
の
も
の
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
素
材
を
概
観
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
が
ど

の
部
分
に
位
置
す
る
か
を
一
白
で
理
解
す
る
の
も
容
易
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
秩
序
の
基
礎
は
、
す
で
に
説
い
た
社
会
の
見
取
図
で
あ
る
。
」

(
n
F
E
P
H
)
な
お
、
第
七
章
で
は
、
相
続
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
立
自
己
巾

S
E
n
-
m広
と

u
-
s
a
g
B白色巾可巾団内宮内凶
g
R
と
が
使
い
わ

け
ら
れ
て
い
る
。

(
口
)
こ
の
点
は
、
労
働
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ

R
7・N
m
-
N
)

で
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
の
労
働
は
、
神
に
よ
る
罪
と
し
て
人
間
に
課

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
(
創
世
紀
三
・
一
九
)
、
し
か
し
、
堕
罪
前
の
ア
ダ
ム
も
ま
た
労
働
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
(
創
世
紀
二
・

一
五
)
、
し
た
が
っ
て
、
労
働
を
命
ず
る
法
は
、
二
つ
の
第
一
の
法
の
自
然
的
帰
結
(
田
三
Z
ロ
先
日
己
-m
仏
虫
色

2
M
U
R
E
-巾
足
∞
)
の
一
つ
で
あ

る
。
な
お
、
〈
白
F
N
E
K
w
a
-
n
p
(ロ
OFHC)
匂

-HHC参
照
。

(M)
可。
z
E巾
に
は
三
種
あ
る
。
訴
訟
(
℃
g
n
m印
)
と
犯
罪
(
円
ユ
ヨ
巾
)
と
戦
争

(
m
gコ
巾
)
で
あ
る
。
訴
訟
に
は
単
純
な
埋
め
合
わ
せ
(
印
日
目
立
巴
口
広
み
同
)

-
l
E骨
骨
骨
は
骨
仏
0
5
5白
m
g
M巾
与
を
意
味
す
る

(2・H
H
m

・
M
e
-
-を
問
題
に
す
る
民
事
訴
訟
(
℃
円
。
円
巾
由
円
守
口
)
と
け
ん
か

2
5
E
Z
)、

軽
罪
、
重
罪
の
結
果
行
わ
れ
る
刑
事
訴
訟
(
℃
g
n
g
Q
-
B
E巾
乙
で
あ
る

(ny-
∞
F

N

)

。
重
罪
、
軽
罪
は
、
そ
れ
が
名
誉
、
身
体
、
財
産
と

さ
ま
ざ
ま
に
関
わ
る
の
に
応
じ
て
無
限
に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
抑
制
す
る
た
め
に
処
罰
が
加
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
三
つ
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
罪
人
の
匡
正
、
加
害
の
可
能
な
か
ぎ
り
の
修
復
、
処
罰
の
み
せ
し
め
に
よ
る
悪
事
の
抑
制
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
観
点
か
ら
罪
に
応
じ

た
罰
が
定
め
ら
れ
る
(
叩
・

ω
)
。
以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
処
罰
に
損
害
賠
償
の
観
点
が
入
っ

て
お
り
、
現
代
の
民
刑
の
区
別
と
は
同
一
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
民
事
、
刑
事
両
訴
訟
と
も
、
そ
の
訴
訟
手
続
は

Z
Z
巳
i
z
m
の
規
律
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
罪
の
処
罰
も

-
0
2
n芝
山
巾
凹
の
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

Z
S
♀

i
z凶
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
民
法
典
の
内
容
と
は
同

じ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

z
u
n
-
-
-
m∞
を
「
民
法
」
と
か
「
市
民
法
」
と
訳
す
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

z
u
n一
三
一
巾
聞
に
つ
い
て
は
、

後
注
(
必
)
を
も
参
照
。

戦
争
に
は
三
種
あ
る
。
通
常
の
も
の
は
、
相
互
に
独
立
で
、
共
通
の
審
判
人
を
も
た
な
い
二
つ
の
国
民

(E己
O
ロ
)
の
主
権
者
間
の
紛
争
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
正
し
さ
(
〕
己
主
円
巾
)
を
武
力
で
訴
え
る
場
合
、
戦
争
の
結
果
が
神
の
与
え
た
審
判
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
現
代
流
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に
い
え
ば
、
侵
略
戦
争
、
第
三
は
、
臣
民
の
君
主
に
対
す
る
反
逆
で
あ
る
。
戦
争
の
法
は
、
国
際
法
(
己

g
x
己
2
m
g叩
)
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、

戦
争
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
の
な
か
に
は
、

S
F印
円
一
三
-
巾
凹
の
対
象
と
な
る
も
の
も
あ
る
(
叩
・
品
)
。

(
四
)
「
第
一
の
法
は
、
人
々
を
至
上
の
善
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
統
合
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
人
々
は
、
こ
の
善
の
う
ち
に
彼
ら
に
共
通
の
至
福
を
も

た
ら
す
は
ず
の
二
つ
の
完
全
性
を
見
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
善
は
す
べ
て
の
者
が
も
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

各
人
を
完
全
に
幸
福
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
聞
は
、
こ
の
第
一
の
法
を
犯
し
、
た
だ
神
に
お
い
て
の
み
見
い
だ
し
う
る
本
当
の
至

福
か
ら
は
ず
れ
て
、
そ
の
至
福
を
可
感
的
な
も
ろ
も
ろ
の
善
(
玄

gm
問。B
F
Z凹
)
に
求
め
た
が
、
そ
こ
で
人
聞
が
見
い
だ
し
た
の
は
、
至
上
の

善
の
も
つ
二
つ
の
性
格
に
反
対
の
二
つ
の
欠
如
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
可
感
的
善
は
、
す
べ
て
の
者
が
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、
だ
れ
を
も
幸
福
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
欠
如
が
あ
る
善
を
愛
し
、
求
め
る
こ
と
の
自
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ

を
求
め
続
け
る
人
々
の
聞
に
分
裂

E
Z
U
Zロ
)
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
精
神
と
心
情
は
、
無
限
の
善
を
も
つ
た
め
に
作
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
容
量
は
、
限
ら
れ
た
善
、
複
数
人
の
も
の
と
な
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
一
人
で
さ
え
幸
福
に
す
る
に
は
十
分

で
な
い
限
ら
れ
た
善
に
よ
っ
て
は
満
さ
れ
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
聞
が
こ
の
状
態
に
陥
っ
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
種
の
限
ら
れ
た
善
を
え
る
こ
と

を
幸
福
だ
と
思
う
者
た
ち
は
、
同
じ
対
象
を
も
と
め
て
ぶ
つ
か
り
、
相
互
に
分
裂
し
、
自
分
た
ち
が
求
め
る
善
へ
の
愛
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
倒
錯

し
た
人
間
関
係
(
巾
口
問
昌
一
巾
ヨ
巾

E
g三
E
町
巾
)
に
応
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
紳
、
人
間
関
係
を
こ
わ
す
か
ら
で
あ
る
。
」

R
F
甲
山
・
ご

「
し
た
が
っ
て
、
社
会
を
錯
乱
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
愛
の
錯
乱
(
弘
常
高
一
-mB巾
口
同
母
一
で
白
B
O
C司
)
で
あ
る
。
共
通
善
を
も
と
め
る
こ
と
で
人
聞

を
統
合
す
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
相
互
愛
に
か
わ
っ
て
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
反
対
の
別
の
愛
が
支
配
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
愛
に

は
、
そ
の
性
格
か
ら
正
当
に
も
自
愛
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
愛
に
支
配
さ
れ
て
い
る
者
は
、
自
分
の
も
の
に
な
る
善
だ
け
を
求
め
、

他
人
に
対
し
て
は
、
自
分
と
関
わ
り
う
る
も
の
だ
け
を
愛
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
叩
・
N
)

そ
の
他
に
、
ド
マ
は
、
自
愛
を
「
毒
(
〈

g吉
)
」
「
世
界
中
に
蔓
延
し
た
ペ
ス
ト
(
℃

g窓
口
E
2
3巳
ぽ
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
自
愛
に
対

す
る
否
定
的
態
度
は
、
た
と
え
ば
「
パ
ン
セ
」
断
章
四
九
二
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
思
想
の
中
で
の
自
愛
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
〈
白
F
N
目、・

8
・
n
p
(ロC
け
呂
・
し

-
u
-
H虫
色
∞
-
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
「
神
が
悪
が
生
起
す
る
の
を
許
し
た
の
は
、
た
だ
、
自
ら
の
全
能
と
知
恵
に
よ
っ
て
、
そ
の
悪
か
ら
善
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
て
引
き
出
さ
れ
た
善
は
、
悪
が
何
も
混
入
し
て
い
な
か
っ
た
善
の
状
態
よ
り
、
よ
り
大
い
な
る
善
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
(
吋
巾
巴

m
gロ
)
は
、
罪
に
よ
っ
て
人
聞
が
陥
っ
た
状
態
の
よ
う
な
大
い
な
る
悪
か
ら
も
神
が
無
限
の
善
を
引
き
出
す
と
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ジャン・ド?の loisde la religionとloisde la police (1) 

い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
大
悪
か
ら
人
聞
を
救
出
す
る
た
め
に
神
が
用
い
た
不
可
解
な
救
済
策
か
ら
、
人
間
を
堕
罪
以
前
の
状
態
よ
り
よ
り
幸

福
な
状
態
へ
と
高
め
た
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
神
は
こ
の
転
換
を
自
ら
の
み
が
で
き
る
よ
き
原
因

2
0ロロ巾

S
5巾
)
に
よ
っ
て
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
神
の
社
会
統
御
の
や
り
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
愛
の
よ
う
に
悪
し
き
原
因
か
ら
、
社
会

の
基
礎
た
る
べ
き
相
互
愛
に
正
反
対
の
毒
か
ら
、
社
会
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
薬
を
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
分
裂
の
先
か
ら
、
神
は
人
々
を
さ
ま
ざ
ま
に
結
び
つ
け
る
鮮
を
作
っ
た
し
、
人
々
は
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
大
部
分
の
人
間
関
係
を
結
ぶ
か
ら

で
あ
る
。
」
(
円
F
由明・

ω
)

〈
白
戸
川
円
回
、
・

8
n
x・(ロ
C
F
H
O
)
七・

5
N
口三・

ω
は
ド
マ
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
「
提
要
(
開
口

n
z
E笹
口
印
)
」
第

一
一
章
寸
神
は
、
至
高
の
善
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
御
わ
ざ
の
う
ち
に
何
ら
か
の
悪
が
存
在
す
る
の
を
許
さ
れ
る
の
は
、
自
ら
が
悪
を
も
な
お
善
た

ら
し
め
る
ほ
ど
ま
で
に
全
能
に
し
て
善
だ
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
言
は
、
「
神
学

大
全
」
第
一
部
第
二
問
第
三
項
異
論
解
答
て
同
第
二
二
問
二
項
異
論
解
答
二
、
同
第
四
八
問
第
二
項
異
論
解
答
三
で
、
神
の
摂
理
と
悪
と
の
関

係
を
論
ず
る
際
に
引
か
れ
て
い
る
。
高
田
三
郎
訳
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
神
学
大
全
第
l
冊
』
(
創
文
社
・
一
九
六

O
年
)
四
八
頁
、
高
田
三

郎
訳
『
同
第
2
冊
』
(
創
文
社
・
一
九
六
三
年
)
二
三
七
頁
、
日
下
昭
夫
訳
『
同
第
4
冊
』
(
創
文
社
・
一
九
七
三
年
)
九
六
頁
、
山
田
晶
『
世
界

の
名
著
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
』
(
中
公
パ
ッ
ク
ス
・
一
九
八

O
年
)
一
三
三
頁
参
照
。
悪
の
混
入
す
る
善
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
も
、
「
諸
々
の

被
造
物
の
全
体
か
ら
成
る
宇
宙
と
い
う
も
の
の
場
合
も
、
そ
の
う
ち
に
一
部
の
、
善
を
欠
落
す
る
可
能
性
を
有
し
、
神
が
こ
れ
を
障
げ
る
こ
と
の

な
い
か
ぎ
り
時
と
し
て
現
に
そ
れ
を
欠
落
す
る
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
し
て
こ
そ
、
全
体
と
し
て
は
よ
り
善
き
も
の
、
よ

り
完
全
な
も
の
た
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
第
四
八
問
二
項
異
論
解
答
三
、
日
下
前
掲
訳
書
九
六
頁
)
。

(
目
)
こ
う
し
た
結
合
か
ら
自
己
の
利
益
を
守
る
た
め
に
人
々
は
、
信
義
を
守
り
、
誠
実
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
徳
は
、
自
愛
か
ら
で
る
か

ぎ
り
、
「
見
せ
か
け
(
曲
目
】
℃
白
『

gn巾
)
」
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
人
間
社
会
の
維
持
の
た
め
に
神
が
用
い
る
手
段
で
は
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
自
愛
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
ド
マ
を
ポ

l
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
人
々
か
ら
分
つ
も
の
だ
と
、
〈
白
F
N
E
k
w
O
℃
-
n
p
(ロO

同

-
H
C
)
w

℃・

5
N

は
い
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
「
パ
ン
セ
」
断
章
一
九
四
は
、
自
愛
に
対
す
る
否
定
だ
け
で
は
終
っ
て
い
な
い
。
「
彼
ら
[
霊
魂
の
不
滅
に
つ
い

て
無
関
心
で
い
ら
れ
る
人
々
]
自
身
に
、
彼
ら
の
永
遠
に
、
彼
ら
の
す
べ
て
に
か
か
わ
る
問
題
に
対
す
る
こ
の
怠
慢
は
、
私
に
同
情
心
を
起
こ
さ

せ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
私
を
い
ら
い
ら
さ
せ
る
。
私
を
呆
れ
さ
せ
、
恐
れ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
、
一
個
の
怪
物
で
あ
る
。
私
が
こ
の

こ
と
を
言
う
の
は
、
霊
的
な
信
仰
の
敬
度
な
熱
心
さ
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
人
間
的
利
害
の
原
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説

則
、
自
愛
の
見
地
か
ら
言
っ
て
も
、
そ
う
い
う
感
情
を
い
だ
く
は
ず
だ
と
い
う
意
味
で
私
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
前
田
陽
二
別
掲
書
(
注

9
)

一
四
四
頁
。
な
お
、
断
章
二
三
三
の
有
名
な
賭
の
考
え
方
も
損
得
勘
定
を
前
提
に
し
て
い
る
。

(
泣
)
門
戸
由
明
・
h
p

(
お
)
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
神
が
用
い
る
五
つ
の
原
因
の
う
ち
で
、
人
間
自
身
に
よ
る
維
持
の
た
め
の
自
愛
と
理
性
と
を
先
に
論
じ
て
い
る
の

は
、
何
ゆ
え
か
わ
か
ら
な
い
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
マ
の
論
述
は
、
全
体
と
し
て
、
第
一
原
因
か
ら
の
演
緯
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
す

れ
ば
、
同
の
神
の
摂
理
か
ら
論
じ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
自
然
法
論
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

(
担
)
吉
弘
一
円
巾

2
m
o
E
S
は、

0
・H

・H
-
H

の

σ。
ロ
ロ
ヨ
巾
丹
田
冊
。
-
Z
Z
B
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り

(
(
U
F

・己申

-h)
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
吉
田
江
口
巾

は
、
正
し
い
こ
と
を
行
う
主
体
の
徳
と
し
て
の

E
E色
白
で
は
な
く
、
正
し
い
こ
と

E
m
E
S
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
裁
判
(
所
)

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
(
た
と
え
ば
、

ny・
品
中
仏
)
、
こ
の
場
合
は
、
正
の
実
現
主
体
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

(お
)
E
3
2
0ロ
G
E
-
2
2広三
Z
2
b
.
zロ巾
}o-
と
し
て
、
ド
マ
は
、
ロ
マ
書
二
・
一
四
「
な
ぜ
な
ら
、
律
法

(
Z
H
)

を
も
た
な
い
異
邦
人
が
、
律

法
の
命
ず
る
こ
と
を
自
然
に
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
の
律
法
を
も
た
な
く
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
自
分
自
身
が
律
法
と
な
る
か
ら
で
あ

る
」
等
を
挙
げ
て
い
る
百
戸

E
F
印
)
。
こ
こ
で
、
パ
ウ
ロ
、
が
、
自
分
自
身
が
律
法
だ
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
マ
は
、

z
g
oロ
が
一
一
種
の

法
(
ロ
ロ
巾
宮
町
)
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
法
一
般
を
意
味
す
る
な
ら
、
一
回
互
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら

l
iも
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
「
法

論
」
に
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
1

1
、
一
定
の
法
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
二
つ
の
第
一
の
法
が
除
か
れ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
こ
れ
と
の
関
連
で
は
、
パ
ウ
ロ
が
、
次
の
一
五
節
で
、
「
こ
の
よ
う
な
異
邦
人
は
、
そ
の
心

n
R
に
、
律
法
の
命
ず
る
な
す
べ
き
事
が

書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
マ
が
第
五
節
中
で
円

S
R
を
一
度
も
使
わ
ず
、
か
え
っ
て

2
胃
斥

を
三
度
使
っ
て
い
る
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
(
注

9
)
n
a
R
と

g胃
芹
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
円
回
目
的
。
ロ
が
主
題
に
な
っ
て

い
る
節
で

g吾
だ
け
が
出
て
来
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ド
マ
ー
ー
さ
ら
に
は
パ
ス
カ
ル

l
lに
お
け
る

S
Rの
重
要
性
を

考
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
自
然
法
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

(
部
)
こ
こ
で
ド
マ
が
、

-02
口問

zzzgと
し
て
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
「
人
に
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
、
「
各
人
に
、
彼
に
属
す
る
も
の

を
返
せ
」
、
「
人
間
関
係
[
債
務
関
係
]
に
お
い
て
率
直
で
あ
り
、
約
束
を
果
す
に
誠
実
で
あ
れ
」
等
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
準
則
の
認
識
は
、
理

性
と
分
ち
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
も
っ
と
い
え
ば
、
理
性
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
の
準
則
す
べ
て
を
理
解
守
口
巾
)
し
、
使
用
(
ロ

g
m巾
)
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

J

3
・
品
)

論
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(1) 

と
こ
ろ
で
、
〈
白
F
N
E
h
w
o
u
-
n
F
(
口
三

-
H
e
-
-
S
ロ
2
・
Hは、

z
u
g
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
寸
第
一
の
諸
原
理
は
、

『
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
(
明
白
〈
m
白
色
白
E
Z
P
E
号
ロ
2
5
5
E
E
)
』
と
ド
マ
は
、
[
第
一
章
]
第
一
節
で
述
べ

た
。
第
二
節
で
、
彼
は
こ
の
自
然
的
な
認
識

(
gロ
ロ
包
印
白
血
ロ
ロ
巾

E
E
S
Z巾
)
を
『
理
性

(
E
-
gロ
)
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
ド
マ
に
お
い
て
は
、

司
理
性
』
と
い
う
語
に
二
つ
の
意
味
が
あ
る
の
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
ル
ベ
ル
(
戸
。
ロ

σ
q
p
u
c
g田

仲

間

)
E
Z呂
Z
2
5白色凹，

丹

E
?
℃
・
巳
ω)
は
混
同
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ま
ず
、
(
二
「
法
論
」
の
意
味
の
理
性
が
あ
る
。
こ
の
語
は
、
こ
こ
で
は
、
自
然

1
本

性

(
E昨
日
巾
)
、
自
然
の
光

(
E
E芯
B
E
E
R
-
-巾
)
と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
が
人
間
の
心

(
n
a
z司
)
に
残
し
て
い
る
、
神
の
火
花
(
巾
丘
四
回
円
巾
]
]
巾

門
出
三
口
巾
)
で
あ
る
。
次
に
、
合
己
デ
カ
ル
ト
的
意
味
の
理
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
ド
マ
は
そ
の
『
国
法
』
を
構
成
す
る
際
に
非
常
に
巧
み
に
用
い
る

こ
と
に
な
る
。
」
ル
ベ
ル
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
と
(
匂
・
出
口

2
・
5

形
而
上
学
お
よ
び
道
徳
の
原
理
は
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
は
明
ら
か

に
で
き
な
い
と
ド
マ
は
考
え
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ヴ
エ
ル
ツ
ェ
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ロ

2
2
口同

E
Z
が
な
ぜ

E
B
Cロ
と

同
義
語
に
な
る
の
か
明
確
で
な
い
。
第
一
章
第
二
節
に
は
、
た
し
か
に
、

E
2
0ロ
と
い
う
語
が
一
回
出
て
来
る
。
し
か
し
、
「
神
が
信
何
を
通
じ

て
わ
れ
わ
れ
に
教
え
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
よ
っ
て
感
じ
せ
し
め
る
真
実
」
で
あ
り
、
啓
一
不
が
理
性
に
先
行
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、

理
性
が
単
独
で
第
一
原
理
を
認
識
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
2
5
口同
Z
B
も
、
理
性
だ
け
で
な
く
、
心
情
な
い
し
意
思
を
含
め
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
神
を
求
め
る
こ
と
|
|
意
思
の
問
題
|
l
白
体
が
、
神
の
恩
恵
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
原
理
、
「
神
を
求
め
、
愛
せ
」
が
「
わ
れ

わ
れ
の
本
性
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
L

と
い
う
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
心
情
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヴ
エ

ル
ツ
ェ
ル
が
、
「
法
論
」
の
意
味
の
理
性
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、
心
情
な
い
し
意
思
で
あ
ろ
う
。
理
性
と
精
神
対
意
思
と
心
情
と
い
う
対
立
図

式
、
両
者
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
十
分
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
幻
)
「
理
性
の
光
は
、
こ
れ
ら
の
真
実
に
つ
い
て
の
理
解
を
、
そ
の
第
一
の
諸
原
理
を
知
ら
な
い
人
々
に
も
与
え
る
が
、
各
人
が
理
性
の
光
を
そ
の
行

動
の
準
則
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
各
人
を
支
配
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
理
性
の
光
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
次
の
よ
う
に
支
配
す
る
。

す
な
わ
ち
最
も
不
正
な
者
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
他
者
の
不
正
を
答
め
、
憎
む
ほ
ど
に
は
正
義
を
愛
し
、
そ
し
て
、
各
人
は
他
者
が
こ
れ
ら
の
準
則

を
守
る
こ
と
に
利
害
を
有
す
る
の
で
、
大
勢
は
、
こ
れ
ら
の
準
則
に
抗
い
、
他
者
を
害
す
る
者
た
ち
を
こ
の
準
則
に
服
従
さ
せ
る
よ
う
に
と
決
断

す
る
。
」
(
叩
・
印
)

こ
こ
で
は
、
他
者
が
・
自
然
法
を
守
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
考
慮
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
法
に
基
礎
づ

け
ら
れ
た
人
間
関
係

(gm血肉
6
5
2
C
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
る
愛
の
義
務
は
、
「
自
己
が
愛
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
相
手
方
の
お
返
し
の
愛

北法38(3・27)441
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説百命

2
5
0
Z『
芯
円
一
司

2
5
)
と
は
無
関
係
で
」
あ
る
お
戸
町

m
-
H
)
|
|
こ
の
点
で
常
に
互
酬
的
な
愛
で
あ
る
友
情
と
人
間
関
係
は
異
な
る
l

|
。

「
自
己
の
行
動
の
準
則
」
と
い
う
の
も
、
他
者
の
義
務
履
行
と
は
無
関
係
に
、
行
う
べ
き
こ
と
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
問

題
は
、
後
述
の
よ
う
に

-a
号

E
B
-
-
m一
。
ロ
と
目
。
一
号

E
宮
Z
2
を
分
つ
重
要
な
分
岐
点
で
も
あ
る
。

(

お

)

【

U
F
・
由
明
・
叶
・
こ
れ
ら
の
王
、
君
侯
等
を
そ
の
地
位
に
つ
け
る
の
も
、
ま
た
神
で
あ
る
(
シ
ラ
書
一
七
・
一
七
、
ヴ
ル
ガ
タ
一
七
・
一
四
)
。
「
出

生
、
選
挙
、
そ
の
他
、
神
が
定
め
る
者
が
そ
の
地
位
へ
と
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
神
が
命
じ
、
あ
る
い
は
許
し
て
い
る
方
法
に
よ
り
。
な
ぜ

な
ら
、
神
が
統
治
の
た
め
に
呼
び
寄
せ
る
者
た
ち
が
そ
の
地
位
に
就
く
に
先
だ
っ
一
連
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
、
差
配
す
る
の
は
、
常
に
、
神
の

全
能
の
統
御
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
君
侯
を
そ
の
地
位
に
置
い
て
い
る
の
も
、
常
に
神
で
あ
り
、
彼
ら
が
も
っ
権
力
と
権
威
の
す
べ
て
を
保

持
す
る
の
も
、
た
だ
神
に
依
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
か
ら
、
ド
マ
に
「
神
授
王
権
」
説
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
神
授
王
権
」
説
は
、
オ
ッ
ト

l
・プ

ル
ン
ナ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
適
法
な
統
治
権
力
は
神
に
由
来
す
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
原
理
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
統
治

権
力
の
ま
さ
に
現
存
す
る
形
態
と
し
て
君
主
政
に
挺
入
れ
す
る
に
は
恰
好
の
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
君
主
政
に

つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
l
・
プ
ル
ン
ナ
l

「
『
神
授
王
権
』
か
ら
君
主
政

原
理
へ
」
、
石
井
紫
郎
・
石
川
武
他
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
ー
そ
の
歴
史
と
精
神
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
七
四
年
)
二
七
五
頁
参
照
。
実
際
、
ド
マ
は
、

政
体

(mZ同
)
の
生
成
、
発
展
、
消
滅
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
変
動
も
ま
た
神
の
摂
理
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
変
動
の

中
で
、
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
体
に
お
い
て
、
政
治
社
会

l
国
共
同
体

3
2
5
m
丘
三
ぽ
)
を
形
成
し
、
維
持
す
る

(
h
y
・
由
明
-
E
)
。
こ
の
意

味
で
、
統
治
の
あ
り
方
と
し
て
の
政
体
(
帝
政
、
王
政
、
共
和
政
等
)
と
政
治
社
会
と
は
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
政

治
社
会
(
凹

R
-
m
a
n
-
i
E
を
、
経
済
社
会
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
」
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ろ
も
ろ
の
人
間
関
係

窓
口
問
担
問
巾
5
2
C
の
総
体
と
し
て
の
「
社
会
(
明
。
丘
公
m)
」
が
「
市
民
社
会
」
に
近
い
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
人
間
関
係
に
は
、
個
人
的

な
も
の
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て
の
身
分
関
係
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
「
社
会
」
に
、
「
国
的
(
円
守
口
巾
)
」
と
い
う
形
容

詞
が
付
く
わ
け
で
、
こ
の
付
加
さ
れ
た
も
の
は
、
人
間
関
係
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
「
統
治
(
問
。
ロ
ミ

R
R虫
色
丹
)
」
、
な
か
ん
ず
く
、
「
裁

判
(
吉
田
広
円
相
)
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
行
う
権
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ド
マ
に
お
い
て
神
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ

る
の
は
、
個
々
の
政
体
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
政
治
社
会
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
却
)
「
神
は
、
彼
ら
[
権
力
保
有
者
]
が
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
神
を
代
理
し
て
い
る
(
件
巾
口
同
三

E
Z
R巾
仏
即
日

}
2
3
r
z
z
oロ
凹
)
と
考
え
ら
れ

北法38(3・28)442



(1) 

る
べ
き
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
」
呂
町
・
由
少
吋
)

(
却
)
統
治
の
内
容
と
し
て
、
裁
判
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
九
章
第
七
節
の
叙
述
の
順
番
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
注
(
詔
)
引
用
の
部
分

に
続
い
て
、
「
彼
ら
に
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
神
の
裁
き
の
職
務

(
B
E宮
市
足
骨
一
回
白
吉
田
巴
円
巾
)
で
あ
る
」
が
来
、
さ
ら
に
同
一
の
節
中
に
、
「
人
々

を
統
治
し
、
裁
く
こ
の
権
利
を
神
が
渡
す
人
々
」
と
い
う
号
一
口
葉
が
あ
る
。
続
け
て
「
こ
の
権
利
は
神
に
と
っ
て
の
み
自
然
な
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
文
に
付
せ
ら
れ
た
注
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
聖
書
の
章
句
(
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
二
・
二
八
、
詩
篇
八
二
・
六
、
ヨ
ハ
ネ
伝
一

0
・
一
二
五
、
出
エ
ジ

プ
ト
記
二
二
・
八
)
中
、
最
後
の
も
の
は
、
裁
判
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
後
に
、
立
法
権
、
課
罰
権
が
来
る
。

(
況
)
こ
れ
に
続
い
て
、
役
人
の
任
命
権
、
圏
内
的
に
は
、
政
府
の
出
費
(
仏

8
2
8
仏

zsa)を
賄
い
、
対
外
的
防
衛
の
た
め
の
税
徴
収
権

E
S
R

門田巾ぽ〈
R
H
B
E
σ
c
g
)
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ド
マ
の
主
権

(
E
Zユ
忠
由
。
ロ
4
m
g
s
g
概
念
は
、
裁
治
権

CRus-ntc)、
立

法
権
、
罰
令
権
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
な
山
B
宮
ユ
ロ
ヨ
の
概
念
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(詑
)
h
v
・
甲
町
・
∞
・

(
お
)
【
U
F
H
H
m
-

一
こ
の
意
味
で
は
、
「
自
然
法
」
の
「
自
然
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
に
の
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
あ
る
も
の
の
「
自
然
」
と
は
、
「
或
る
も
の
の
う
ち
に
第
一
義
的
に
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
そ
し
て
付
帯
的
に
で
は
な
し
に
、
内
属

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
の
或
る
も
の
の
運
動
し
ま
た
は
静
止
す
る
こ
と
の
原
理
で
あ
り
原
因
で
あ
り
」
、
「
自
然
に
従
っ
て
L

あ
る
も
の
と
は
、
こ

の
よ
う
な
自
然
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
・
自
体
的
に
こ
れ
ら
に
属
す
る
も
の
ご
と
」
も
そ
う
で
あ
る
。
「
自
然
学
」
第
二
巻
第
一
章
一
一
九
二

b
八

以
下
、
出
・
岩
崎
前
掲
訳
書
(
注

m)
四
四
四
六
頁
参
照
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
自
然
に
従
つ
で
あ
る
も
の
だ
げ
が
厳
密
な
意
味
で

「学

(8-2mg巾
唱
団
円
ぽ
三
宮
)
」
の
対
象
に
な
る
。

(
M
)
O
M
-
-
m・
ω
・
選
択
法
の
使
用
が
必
要
に
な
る
原
因
は
、
二
つ
あ
る
(
叩
・

2
0
一
つ
は
、
自
然
法
の
適
用
に
お
い
て
生
ず
る
、
あ
る
種
の
問
題

を
規
律
す
る
法
で
あ
る
。
こ
の
困
難
と
は
、
自
然
法
が
規
律
し
て
お
ら
ず
、
法
律
(
]
包
)
に
よ
っ
て
の
み
解
答
が
は
か
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
(
町

三
。
た
と
え
ば
、
父
親
は
死
後
そ
の
財
産
を
子
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
然
法
が
あ
る
。
他
方
、
人
は
自
己
の
財
産
を
遺
言
に
よ
っ

て
処
分
で
き
る
と
い
う
の
も
自
然
法
で
あ
る
。
両
者
は
、
そ
の
適
用
領
域
を
広
げ
て
い
け
ば
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
両

者
に
何
ら
か
の
境
界

S
O
B
S
を
設
け
て
、
調
和
さ
せ
(
円
。
ロ
ロ
口
一
巾
円
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
々
が
知
慮

(UE己
gn巾)

と
二
つ
の
第
一
の
法
の
精
神
に
よ
っ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
各
人
は
、
前
述
の
二
つ
の
自
然
法
の
正
し
い
解
釈
者
と
な
り
、
自
己
の
財
産

お
よ
び
家
族
の
状
態
、
子
や
他
人
に
対
す
る
義
務
、
感
謝
、
寛
厚
〈

-gm吋
同
宮
町
)
に
応
じ
て
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
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説吾'A
宙開

す
べ
て
の
者
が
二
つ
の
第
一
の
法
の
精
神
と
知
慮
に
よ
っ
て
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
自
分
の
財
産
の
処
分
の
自
由
を
濫
用
し
た
り
、

自
分
の
財
産
状
態
等
に
つ
き
知
ら
な
い
で
、
子
に
対
す
る
義
務
を
損
う
者
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
定
に
処
分
の
自
由
を
認
め
る
の
は
正
し

く
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
各
人
に
つ
い
て
個
別
的
に
規
律
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
二
つ
の
自
然
法
を
調
和
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
の
人
々

に
妥
当
す
る
共
通
の
準
則
に
す
る
た
め
に
、
選
択
法
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
処
分
の
自
由
に
限
界
を
置
い
て
、
一
定
の
割
合
の
遺
留
分
が
法

律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

Q

ご
。

こ
の
第
一
の
選
択
法
は
、
し
た
が
っ
て
、
相
対
立
す
る
可
能
性
の
あ
る
自
然
法
の
命
題
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。
同
じ
例
と
し
て
、

ド
マ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
る
。
所
有
者
は
、
自
ら
放
棄
す
る
か
、
適
法
に
奪
わ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
と
い
う

自
然
法
と
占
有
者
は
永
遠
に
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
自
然
法
と
を
調
和
す
る
も
の
と
し
て
の
時
効
(
間
・
∞
)
。
理
性
を
十

分
に
行
使
で
き
な
い
者
は
自
分
の
財
産
や
事
務
(
白
片
岡
包
吋
巾
)
を
統
御
で
き
な
い
と
い
う
自
然
法
と
、
理
性
を
十
分
確
実
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
は
人
さ
ま
ざ
ま
だ
が
画
一
的
に
扱
う
べ
き
だ
と
の
要
請
の
調
和
と
し
て
の
、
未
成
年
(
叩
・
申
)
。
正
当
価
格

(]EH
℃
ユ
阿
)
で
買
う
べ
き
だ
と

命
ず
る
自
然
法
と
取
引
の
利
便
と
の
調
和
と
し
て
の
莫
大
損
害
(
帥
・

5)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
選
択
法
に
は
、
自
然
法
的
な
部
分
と
選
択
法

的
な
部
分

l
l遺
留
分
の
割
合
が
二
分
の
一
か
三
分
の
一
か
等

l
!と
が
あ
る
(
ご
H
)

。

選
択
法
の
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
社
会
に
お
い
て
効
用
が
あ
る

2
2
S
と
考
え
ら
れ
た
あ
る
種
の
慣
行

2
8唱
)
の
案
出
で
あ
っ
た
。
こ

の
種
の
も
の
と
し
て
は
、
封
地
(
虫
色
、
小
作
料

(ng印
)
、
金
利
(
円

g
z
n
o
g巴
z
r
帥
官
交
円
宮
吋

m
g円
)
、
買
戻
し
(
円
Z
E
X
)
、
補
充
指

定
等
(
問
・
巴
)
。
こ
れ
ら
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
慣
行
で
は
な
く
(
間
-HS
、
普
遍
性
は
な
い
。

(
お
)
自
然
法
修
得

(m宮
内
凶
巾
)
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
自
然
法
が
大
量
多
肢
に
渡
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
発
見
、
適
用
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
理

性
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
、
法
学
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
然
法
を
善
く
知
る
必
要
性
の
第
二
の
根
拠
は
、
こ
の
法
が
法
学
(
印

n
-
2
2
門
町
内
町
三
円
)
の
基
礎
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
性

質
の
問
題
を
吟
味
し
、
解
決
す
る
の
は
、
常
に
、
こ
の
自
然
法
か
ら
推
論
さ
れ
る
も
の
(
『
包

g
ロロ巾

gmロ
丹
)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

性
質
の
問
題
と
は
、
つ
ま
り
二
つ
の
自
然
法
問
の
見
か
け
上
の
矛
盾
か
ら
生
ず
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
あ
る
自
然
法
と
あ
る
選
択
法
と
の
聞
の
同

様
の
矛
盾
か
ら
生
ず
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
単
に
、
二
つ
の
選
択
法
聞
の
矛
盾
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
」
法
学
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
各
法
準
則
の
本
性
や
精
神
、
用
途
吉
田
mm)
、
そ
れ
ら
の
限
界
、
そ
の
射
程

(mgロ
含
一
巾
)
等
に
つ
い
て
推
論
す
る
お
}
己
ニ
-
N
∞)。

こ
の
意
味
で
、
法
学
は
、
も
ろ
も
ろ
の
法
準
則
を
自
然
法
を
基
礎
に
し
た
演
線
的
推
論
に
よ
り
整
合
す
る
、
つ
ま
り
体
系
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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1
 

(
 

ー
法
学
(
印

n
-
2
2
号
]
。
一
回
)
と
は
、
正
義
と
衝
平
と
を
分
別
す
る
術
(
国
ユ
骨
色

R
R
5
5巾
異
常

Z
Y目
立
ロ
巾
旦
骨
宗
門
吉
正
吋
)
に
他
な
ら

な
い
」

(
h
y
-
H
H
叩
ム
∞
)
と
い
う
の
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

実
際
、
ド
マ
が
「
国
法
」
で
行
う
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
準
則
か
ら
、
「
書
か
れ
た
理
性
(
『
即
日

g
ロ
m
n
江
志
)
」
と
い
え
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
自

然
法
に
属
す
る
も
の

(
h
F
戸
聞
い
由
)
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
体
系
的
に
整
序
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
た
書
か
れ
た
理
性
と

し
て
の
ロ

i
マ
法
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
形
で
、
選
択
法
で
あ
る
、
他
の
ロ

1
マ
法
の
準
則
、
王
令
、
慣
習
法
の
準
則
が
考
察

さ
れ
る
お
7
z
m
山
。
)
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
自
然
法
の
準
則
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
分
別
す
る
こ
と
が
、
法
学
に
と
っ
て
何

よ
り
も
重
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ロ

1
マ
法
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
成
文
法
地
域
に
お
け
る
固
有
法
と
し
て
の
ロ
ー

マ
法
と
、
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
お
げ
る
「
書
か
れ
た
理
性
」
、
い
わ
ゆ
る
「
普
通
法
(
号

O
X
2
5
5
5
)
」
|
|
た
だ
し
、
第
一
一
一
章
第
二
節
の

骨
色
丹

g
g
g
E
は
、
特
別
法
に
対
す
る
一
般
法
の
意
味

i
!と
し
て
の
ロ

1
マ
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
第
一
三
章
第
九
節
で
論
じ
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
六
一
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(珂
)

(

U

F

・己申・
ωhp
・

(幻
)
F
R
-
n
R
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
六
五
頁
、
七
一
頁
注

(
2
)
は
、
一
定
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
と
の
分
別
を

実
定
法
(
選
択
法
)
内
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
ま
り
で
あ
る
。
七
一
頁
注

(
2
)
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
第
一
一
章
第
三
四

節
の
文
章
の
官
頭
に
あ
る
、
《
宗
教
法
と
は
前
の
二
つ
の
法
〔
自
然
法
と
実
定
法
〕
の
精
神
に
よ
り
:
:
:
》
も
、
】
何
回
円
山

E
H匂
2
5日巾話回
Z
U
「二

つ
の
第
一
の
法
」
の
取
り
違
い
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
先
の
誤
解
か
ら
来
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(お
)

(

U

F

・口問・
ωN
巾
仲
間
・
「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
九
一
間
第
四
項
主
文
以
下
は
、
自
然
法
と
神
法
と
の
違
い
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
最
も
大
き

な
違
い
は
、
自
然
法
が
人
間
理
性
の
能
力
の
範
囲
内
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
の
に
対
し
て
、
人
間
理
性
を
超
え
る
究
極
目
的
を
神
法
が
提
示
す
る

と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
稲
垣
前
掲
訳
書
日
冊
(
注
叩
)
二
四
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
マ
の
自
然
法
は
、
す
で
に
見

て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
二
つ
の
第
一
の
法
の
必
然
的
な
帰
結
」
で
あ
り
、
人
間
理
性
を
超
え
る
究
極
目
的
が
そ
の
内
に
含
ま
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法
l
神
法
と
い
う
定
式
化
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
ド
マ
の
自
然
法
は
、
決
し
て
、
「
た
と

え
神
な
か
り
し
と
も
」
妥
当
す
る
自
然
法
で
は
な
い
。
「
神
な
か
り
し
と
も
」
と
い
っ
た
自
然
法
に
対
す
る
ド
マ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
注
(
幻
)

参
照
。

(
お
)
「
宗
教
と
国
制
と
の
共
通
の
基
礎
が
神
の
命
令
(
。
邑
吋
巾
)
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
預
言
者
が
わ
れ
わ

北法38(3・31)445 
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説論

れ
に
教
え
る
よ
う
に
、
神
こ
そ
は
わ
れ
わ
れ
の
審
判
者
、
わ
れ
わ
れ
の
立
法
者
、
わ
れ
わ
れ
の
王
で
あ
り
、
ま
た
神
こ
そ
は
人
々
を
救
う
者
で
あ

る
。
〔
イ
ザ
ヤ
書
三
コ
了
二
二
〕
。
か
く
し
て
、
宗
教
と
い
う
霊
的
秩
序
に
お
い
て
、
神
こ
そ
が
教
会
権
力
(
匂

C
F
E
S
S
R
n
-
r
g鬼門
ρ
己
巾
凹
)
の

職
務
を
定
め
る
(
ヨ
ハ
ネ
伝
二

0
・
一
二
・
マ
タ
イ
伝
一

0
・
一
六
、
第
一
コ
リ
ン
ト
書
四
・
二
。
同
じ
く
、
神
こ
そ
が
、
国
制
と
い
う
世
俗

的
秩
序
に
お
い
て
、
王
た
ち
に
支
配
せ
し
め
(
簸
言
八
・
一
五
)
、
主
権
者
た
ち
に
、
彼
ら
の
も
つ
全
権
力
と
全
権
威
と
を
与
え
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
推
論
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
と
国
制
と
は
神
の
命
令
と
い
う
同
じ
共
通
の
原
理
を
唯
一
の
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
相
互
に
支
え
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
厳
密
か

っ
忠
実
に
服
従
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
担
う
者
は
、
両
者
を
調
和
さ
せ
る
精
神
と
準
則
に
の
っ
と
っ
て
、

そ
の
職
務
を
遂
行
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
真
の
宗
教

(4E-mzz柱
。
ロ
)
と
善
き
国
制

(σo
ロ
ロ
巾
句
。

-w叩
)
と
は
、
常
に
統
合
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
J

3
・H
)

(
鈎
)
「
周
知
の
よ
う
に
宗
教
の
精
神
は
、
人
々
を
そ
の
教
え
る
真
実
の
光
に
よ
っ
て
神
へ
と
神
の
も
と
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
自
愛
と
い
う
倒

錯
か
ら
彼
ら
を
救
い
出
し
、
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
を
統
合
し
て
二
つ
の
第
一
の
法
を
行
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
要
点
は
、
そ

れ
が
主
と
し
て
、
人
間
の
精
神
と
心
情
と
い
う
内
面
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
面
を
善
き
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

が
出
発
点
に
な
っ
て
、
社
会
の
外
的
秩
序
も
保
た
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
こ
の
宗
教
の
精
神
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
、
中
に
は
こ
の
外
的
秩
序
を
乱
し
て
し
ま
う
人
も
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
制
の
精
神
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
間
の
公
共
の
安
寧

(
同
『
田
口
門

HE--xmuzzsz巾
)
を
維
持
し
(
第
一
テ
モ
テ
書
二
・
二
)
、
彼
ら
を
そ
の
内
面
の
状
態
と
は
無
関
係
に
こ
の
秩
序
の
枠
内
に
保
つ
こ
と

で
あ
る
。
必
要
と
あ
ら
ば
、
実
力
や
刑
罰
を
用
い
て
。
宗
教
と
国
制
と
を
別
途
に
用
い
る
よ
う
に
と
、
神
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
精
神
と
目
的
に

応
じ
た
職
務
を
も
っ
権
力
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
L

G

N

・ω
)

(
幼
)
「
し
た
が
っ
て
、
霊
的
権
力
は
、
教
え
、
勧
告
し
、
内
面
に
お
い
て
拘
束
し
、
拘
束
を
解
き
、
そ
の
他
こ
の
職
務
に
ふ
さ
わ
し
い
働
き
を
す
る
。

世
俗
的
権
力
は
、
外
面
的
な
も
の
に
つ
い
て
命
令
、
禁
止
し
、
各
人
に
そ
の
権
利
を
保
持
さ
せ
、
横
領
者
か
ら
横
領
物
を
取
り
上
げ
、
犯
罪
者
を

懲
ら
し
め
(
岳
民
ぽ
吋
)
、
重
罪
を
公
共
の
安
寧
(
吋
m
u
B
u
z
z
-
n
)
の
要
請
に
応
じ
た
刑
罰
、
身
体
刑
を
用
い
て
罰
す
る
。
」
(
問
・
品
)

(
H
U
)

「
し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
精
神
が
最
も
悪
い
人
で
あ
っ
て
も
善
き
人
に
な
る
た
め
に
生
き
よ
と
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
を
担
う
霊
的
権

力
に
は
人
々
を
統
合
す
る
た
め
に
、
彼
ら
が
違
反
し
た
義
務
へ
と
連
れ
戻
す
の
に
適
当
な
罰
を
課
す
し
か
方
法
が
な
い
。
公
共
の
安
寧
の
た
め
に

必
要
な
こ
と
を
行
う
義
務
を
負
う
世
俗
的
権
力
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
身
体
刑
を
命
じ
、
極
刑
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
秩
序
を
乱

北法38(3・32)446



(1) ジャン・ド?の loisde la religionとloisde la polic巴

す
者
に
は
極
刑
を
も
っ
て
罰
す
る
こ
と
も
あ
る
。
」
(
叩
・
品
)
「
こ
れ
ら
二
つ
の
職
務
は
一
致
し
、
相
互
に
支
え
合
う
。
霊
的
職
務
の
精
神
が
、
世
俗

的
国
制
の
精
神
に
反
す
る
何
ら
か
の
も
の
を
要
求
す
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
霊
的
権
力
の
職
務
担
当
者
が
最
も
罪
重
い
者

に
も
生
を
要
求
し
、
国
制
が
死
刑
の
判
決
を
下
す
者
に
も
煩
罪
の
責
あ
り
と
す
る
だ
け
の
場
合
の
よ
う
に
。
こ
の
場
合
で
も
、
宗
教
と
い
う
霊
的

職
務
の
精
神
で
は
、
君
主
や
審
判
人
が
そ
の
義
務
を
行
う
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
、
霊
的
権
力
が
行
う
と
同
じ
寛
仁
(
己
m
B
2
2
)

を
義
務
づ
け
は
し
な
い
。
世
俗
の
審
判
人
は
、
教
会
の
審
判
人
な
ら
、
禁
固
、
断
食
そ
の
他
の
煩
罪
の
業
に
つ
い
て
し
か
責
あ
り
と
し
な
い
者
に
、

極
刑
判
決
を
下
し
て
も
、
正
当
で
あ
る
。
」
(
中
日
)

ド
マ
の
死
後
五
二
年
た
っ
た
一
七
四
八
年
に
発
刊
さ
れ
た
、
「
法
の
精
神
」
第
五
部
第
二
六
篇
第
一
一
・
一
二
章
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

「
来
世
に
関
す
る
法
廷
の
格
律
に
よ
っ
て
人
間
の
法
廷
を
規
律
す
る
べ
き
で
な
い
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、
神
の
裁
き

C
E
Z
2

仏
芝
山
口
問
)
が
、
告
白
す
る
者
を
減
刑
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
人
聞
の
裁
き

(]gzBFロ
ヨ
巳
ロ
巾
)
に
も
ち
込
む
べ
き
で
な
い
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
。
根
岸
国
孝
訳
『
大
界
の
大
思
想
お
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
・
法
の
精
神
』
(
河
出
書
房
新
社
・
一
九
七
四
年
)
三
九
二
頁
参
照
。

こ
こ
で
の
神
の
裁
き
と
人
間
の
裁
き
が
、
ド
マ
の
宗
教
と
国
制
と
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
購
罪
の
裁
き
(
}
巳
門
出
n
E
5℃
g
x
g丘
町
凶
-
巾
)
に
お
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
を
最
終
的
に
制
度
化
し
た
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
こ

一
一
一
五
年
)
第
一
一
一
決
議
で
、
罪
を
犯
し
た
者
と
罪
と
の
周
囲
の
状
況
(
門
町
2
5∞S
E
E
m
)
を
考
慮
し
て
罰
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
拙
稿
「
〉
包
口
町

ωロ
S
B
Eロ
わ
-
N
-
H
C
」
本
誌
三
八
巻
二
号
三
三
二
頁
注

(η)
参
照
。
こ
れ
は
、
罪
と
な
る
行
為
と
罰
と
を
固
定
的

に
対
応
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
嫡
罪
カ
タ
ロ
グ
(
切
己
民
巾
ロ
W
同

gzm)
を
弾
力
的
に
運
用
す
る
、
し
た
が
っ
て
裁
き
手
の
裁
量
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
世
俗
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
一
七
世
紀
初
頭
二
六

O
七
年
)
の
〉
・
貝
)
J

呂
田
、
・

Z
2
-
E同
2

8
ロ
E
B
-
m
5
F
ロ。∞
N

品
で

も
、
な
お
、
「
行
為
が
人
を
裁
く
(
戸
巾

p
x
E
m
z
d
o
g
g巾
)
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
行
為
の
証
明
が
あ
れ
ば
、
裁
き
が
で
き
る
こ
と
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
罪
と
罰
と
が
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
目
。
白
河
口
〉
(
い
え
』

U
開
冨
〉
円
、
〉
司
()ωω
円
回
一
回
宮
町
巾

円山口門戸

g
山
片
言
Z
m
M
-
F
2
0
E釘
巳
g
g
-
N
6
2
(司
R
B
H
M・
C-
明

-H申
告
)
ロ
。

ω
吋∞
-
V
S
H
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
当
時
の
民
刑
事
を
通
じ
た

普
適
法
で
あ
っ
た
。
な
お
、
「
行
為
が
人
を
裁
く
」
と
い
う
の
を
、
通
常
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
過
失
責
任
に
対
立
す
る
結
果
責
任
と
捉
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
行
為
の
構
成
要
件
の
中
に
、
す
で
に
故
意
、
過
失
等
が
定
型
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
!
ー
ー
ロ

l
マ
法
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
定

型
化
さ
れ
た
故
意
(
丹
石
町
一
巾
ユ
R
号
-5)
な
い
し
「
定
型
化
さ
れ
た
過
失
(
守
匂
E
q
Z
2
6白
)
」
。
頑
罪
カ
タ
ロ
グ
は
、
こ
の
定
型
を
極
め
て

細
分
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
か
に
細
分
化
さ
せ
て
も
、
そ
れ
は
結
局
具
体
的
妥
当
性
の
要
請
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
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説論

新
た
な
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
周
囲
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
裁
量
的
に
罰
を
決
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
購
罪
カ
タ
ロ
グ
の
こ
の

限
界
を
破
る
も
の
で
あ
る
。

近
世
か
ら
近
代
へ
至
る
過
失
責
任
主
義
の
発
展
は
、
教
会
法
の
「
周
囲
の
状
況
」
理
論
の
受
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
発
展
は
ま

た
、
周
囲
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
う
る
訴
訟
手
続
の
整
備
と
、
具
体
的
な
状
況
を
法
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
抽
象
化
で
き
る
法
学
を
前
提
に
す

る
。
こ
の
仮
説
を
具
体
的
に
ド
グ
メ
ン
ゲ
シ
ヒ
テ
の
中
で
検
証
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
大
き
な

枠
組
、
す
な
わ
ち
形
式
(
方
式
)
主
義
の
衰
退
と
訴
訟
制
度
の
整
備
、
な
か
ん
ず
く
自
由
心
証
主
義
の
発
展
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
、
示
唆
的
な

の
は
、
巧
・
何
回
開
「
河
内
山
口

Z

E弘
司

2
5・
ぐ
。
ヨ

ω
E
d司
自
色
色
百
円
凶

2
2
n
Z口問
NonF
河内凶

n
y
Z口弘
ω
Z目
立
ロ
の

g
R窓
口
町
芯
ロ
ロ
色
。
品

2
4司同門丹

(
司
ロ
玄
ロ
ぬ
巾
P
富
。
}
H
F
E
叶
印
)
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
近
世
刑
法
学
史
に
お
け
る
裁
量
刑
の
問
題
を
扱
う
、
和
田
卓
朗
「
中
世
後
期
・
近
世

に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
研
究
序
説
(
平
和
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
・
憲
法
)
(
一
二
)
」
本
誌
三
四
巻
六
号
ご
九
八
四
年
)
九
八
四
頁
以
下

は
、
具
体
的
ド
グ
マ

1
テ
ィ
ク
を
扱
う
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
民
事
の
過
失
責
任
主
義
に
つ
い
て
は
、
村
上
淳
一
『
イ
ェ

l
リ
ン
グ

「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
を
読
む
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
三
年
)
一
一
四

O
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
か
ら
ド
マ
の
民
事
責
任
論
を
位
置
づ
け
る
作
業
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
、
ド
マ
の

p
z
g
の
観
念
は
、
な

お
、
個
別
的
な
定
型
的
行
為
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
周
囲
の
状
況
と
の
関
連
で
出
て
来
る
行
為
義
務
な
い
し
注
意
義
務
違
反
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
お
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
八
二
頁
以
下
参
照
。

(
必
)
「
し
か
し
、
宗
教
の
精
神
と
国
制
の
精
神
と
の
間
に
あ
り
、
そ
し
て
霊
的
権
力
の
職
務
と
世
俗
的
権
力
の
職
務
と
の
間
に
あ
る
、
以
上
の
違
い
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
違
い
に
は
、
両
者
の
統
合
に
反
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
霊
的
権
力
と
世
俗
的
権
力
は
、
そ
の
職
務
上
は
区
別
さ
れ

る
と
し
て
も
、
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
共
通
の
目
的
を
も
っ
点
で
統
合
さ
れ
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
相
互
に
助
け
合
う
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
の

法
、
お
よ
び
、
宗
教
の
職
務
を
遂
行
す
る
者
の
義
務
の
う
ち
に
は
、
各
人
に
世
俗
的
権
力
に
服
従
す
る
よ
う
感
化
し
、
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
の
だ

か
ら
。
単
に
世
俗
的
権
力
の
権
威
に
対
す
る
恐
怖
感
や
世
俗
的
権
力
が
課
す
刑
罰
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
内
奥
か
ら
の
義
務
感
(
也
君
。
一
円

2
・

R
E
E
)
に
よ
り
、
ま
た
、
良
心
の
感
情
(
ロ
マ
書
一
三
・
一
・
二
・
五
・
第
一
ペ
テ
ロ
書
二
・
二
一
了
知
恵
の
書
六
・
三
〔
ヴ
ル
ガ
ダ
六
・
四
〕
)

と
秩
序
愛
の
感
情
と
に
よ
り
服
従
す
る
よ
う
に
。
」
(
間
・
日
)

な
お
、
第
六
節
で
聖
書
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
自
身
が
世
俗
的
権
力
に
服
従
し
た
事
例
が
引
か
れ
て
い
る
(
ル
カ
伝
二
・
一
、
マ
タ
イ
伝
一
七
・
二

七
|
|
た
だ
し
ド
マ
は
一
一
一
二
と
し
て
い
る

l
!等
)
。
し
か
し
、
ド
マ
に
は
、
世
俗
的
権
力
が
宗
教
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
ど
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(1) 

う
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

ま
た
、
教
会
法

E
g
x
n
g
oロ
E
5
)
に
も
、
契
約
、
遺
言
、
時
効
、
罪
、
訴
訟
手
続
等
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
教
会
裁

判
所
に
関
す
る
手
続
で
あ
り
、
ま
た
煩
罪
の
た
め
の
罪
と
罰
で
あ
り
、
契
約
等
も
霊
的
な
も
の
に
の
み
関
係
す
る
。
そ
れ
以
外
に
純
粋
に
世
俗
的

に
事
項
も
教
会
法
で
規
律
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
教
皇
領
に
お
い
て
の
み
法
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
教
皇
は
世
俗
君
主
で
あ
る
。
そ
の
証
拠

に
こ
う
い
っ
た
事
項
の
教
会
法
の
定
め
は
、
大
部
分
、
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
(
間
-
H
Y
H
N
)

。

(
必
)
「
国
制
の
法
、
お
よ
び
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
者
の
義
務
の
う
ち
に
は
、
宗
教
の
実
行
を
保
護
し
、
宗
教
の
秩
序
を
乱
す
者
に
対
し
て
世
俗
の

権
威
や
暴
力
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
」
(
叩
・
印
)
「
君
主
が
霊
的
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
規
則
に
つ
い
て
い
え
ば
、
君
主
た
ち
の

権
威
は
、
教
会
権
力
に
留
保
さ
れ
た
霊
的
職
務
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
そ
の
世
俗
的
権
威
を
用
い
た
の
は
、
た
だ
、
国
制
と
い
う

外
面
的
秩
序
の
枠
内
で
、
教
会
の
法
(
]
。
ζ
主
同
包
目
的
巾
)
を
行
わ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
王
自
身
が
国
制
の
法
(
]
♀
匂
。

-xszm)

と
呼
ん
で
い
る
(
シ
ヤ
ル
ル
九
世
、
一
五
六
一
年
一
月
一
七
日
王
令
)
こ
れ
ら
の
王
令
は
、
こ
の
秩
序
を
維
持
し
、
教
会
の
法
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ

て
こ
の
秩
序
を
乱
す
者
を
抑
え
る
こ
と
の
み
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
王
令
で
は
、
国
王
は
自
己
の
権
力
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
み
命
令
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
王
た
ち
自
身
も
自
ら
教
会
が
教
え
命
ず
る
こ
と
の
守
護
者

8
5
Z
2
2円
)
、
番
人

(
宮
丘
町
)
、
管
理
人

(gロ認可
4
R
2可
)
お
よ
び
執
行
者
(
巾
M
m
n
三
E
円
)
だ
と
名
の
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
2
3

(
H
H
)

「
宗
教
の
法
は
、
二
つ
の
第
一
の
法
の
精
神
に
よ
り
、
ま
た
、
内
面
の
状
態
の
整
序
に
よ
り
、
人
間
の
行
動
を
規
律
す
る
法
で
、
そ
れ
は
人
間
を

し
て
そ
の
全
義
務
、
そ
れ
は
神
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
、
他
人
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
が
、
そ
の
義
務
を
、
個

人
に
関
し
て
も
あ
る
い
は
公
共
の
秩
序
に
関
し
て
も
守
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
国
制
の
法
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
聞
の
社
会
の
外
面
的
秩
序
を

規
律
す
る
法
で
あ
る
。
L

3
・E)

(
必
)
「
第
二
の
法
が
人
々
に
相
互
に
愛
す
る
こ
と
を
命
ず
る
趣
旨
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
の
精
神
は
、
人
を
愛
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

者
に
す
る
性
質
に
引
か
れ
て
、
他
人
を
す
べ
か
ら
く
好
き
に
な
る
よ
う
に
と
各
人
に
義
務
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
が
命
ず
る

愛
と
は
、
他
人
に
対
し
そ
の
人
々
に
と
っ
て
本
当
に
善
で
あ
る
こ
と
を
し
て
や
り
た
い
と
思
う
こ
と
で
あ
り
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
れ
を
与
え
て
や

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
考
え
か
ら
、
こ
の
法
の
命
令
は
愛
す
べ
き
相
手
の
値
う
ち
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
命
令
に
例
外
は
な

い
の
だ
か
ら
、
こ
の
命
令
は
、
愛
す
べ
き
性
質
の
劣
る
者
、
わ
れ
わ
れ
を
憎
む
者
さ
え
も
愛
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
を
憎
む
者
が
犯
し
て
い
る
法
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
た
め
に
ま
こ
と
の
善
を
願
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説言命

ぃ
、
そ
れ
を
与
え
て
や
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
レ
ヴ
ィ
記
一
九
・
一
七
・
一
八
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
三
・
四
、
五
〔
四
五
と
あ
る
の
は
誤

り
〕
、
詩
篇
七
・
五
、
簸
言
二
五
・
二
て
ロ
マ
書
二
了
二

O
、
マ
タ
イ
伝
五
・
四
四
)
。
彼
ら
を
自
分
の
義
務
に
連
れ
戻
す
と
い
う
希
望
に
よ
っ

て
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
義
務
を
犯
さ
な
い
た
め
に
も
。

こ
こ
で
以
上
の
省
察
を
行
っ
た
の
は
、
第
二
の
法
こ
そ
は
、
人
間
関
係
に
関
わ
る
す
べ
て
の
法
の
原
理
で
あ
り
精
神
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
各
人

に
彼
の
も
の
を
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
率
直
か
つ
誠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
等
の
準
則
を
知
る
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
i
|
|
そ
れ
な
ら
も
っ
と
も
野
蛮
な
者
で
も
知
っ
て
い
る
ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
準
則
の
精
神
お
よ
び
そ
れ

ら
の
真
性
の
根
拠
が
第
二
の
法
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
準
則
を
、
そ
れ
が
本
来

規
律
す
べ
き
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
押
し
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
第
二
の
法
と
い
う
原
理
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
準
則
を
国
制
の
法
(
】
三
唱
え
在
官
。
)
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
に
扱
い
、
よ
り
豊
か
な
内
容
の
正
義
へ
と

義
務
づ
け
る
そ
の
精
神
を
洞
察
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
準
則
の
正
し
い
適
用
範
囲
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
第
二
の
法
が
こ
れ
ら
の
準
則
の
原

理
で
あ
る
な
ら
当
然
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
不
誠
実
〔
不
信
心
?
〕
(
宮
虫
色
岳
民
川
)
や
不
正
を
許
す
、
審
判
人
(
〕
ロ
ぬ
巾
)
が
い
る
か
ら

で
あ
る
。
」
百
戸
品
目
印
)

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
パ
ス
カ
ル
「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
第
七
の
手
紙
」
と
同
じ
考
え
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
福
音
書
の
法

2
0
E
巾

円
切
〈
釦
ロ
関
口
町
)
と
世
俗
の
法
(
写
山
門
吉

S
O
D
a冊
一
)
と
の
対
比
は
、
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ド
マ
の

批
判
す
る
「
審
判
人
」
と
は
、
ジ
エ
ズ
イ
ッ
ト
の
良
心
例
学
者
に
導
か
れ
た
聴
罪
師
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
プ
ロ
ヴ
ア
ン
シ
ア
ル
第
七
の

手
紙
」
に
つ
い
て
は
、
中
村
雄
二
郎
訳
「
プ
ロ
ヴ
ア
ン
シ
ア
ル
」
『
パ
ス
カ
ル
全
集
第
二
巻
』
(
人
文
書
院
・
一
九
五
九
年
)
一
五
八
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
同
様
の
思
想
は
、
た
と
え
ば
、
「
パ
ン
セ
」
断
章
一
九
四
等
に
も
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
本
稿
注
(
幻
)
参
照
。

(
必
)
「
〔
宗
教
の
法
は
〕
信
仰
箇
条
、
道
徳
の
準
則
、
さ
ら
に
、
神
の
礼
拝
の
う
ち
の
外
面
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
全
準
則
お
よ
び
教
会
の
懲
戒
の
全

準
則
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
」

(
h
z
-
H
H
F
印
)
「
た
と
え
ば
、
信
仰
の
奥
義
(
ヨ
百
丹
市
円

g
骨
-
田
町
三
)
、
秘
蹟
、
内
面
的
道
徳
(
仲
間
足
骨

B
R
a
g

g
a
R剖
)
、
教
会
の
懲
戒
に
関
す
る
事
項
は
、
霊
的
事
項
で
あ
り
、
宗
教
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」

(
C
F
E
山

N
)

(
灯
)
「
た
と
え
ば
、
宗
教
に
は
、
神
の
礼
拝
の
う
ち
の
外
面
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
種
の
儀
式
に
つ
い
て
規
律
す
る
法
、
あ
る
い
は
、
教
会
の
懲
戒
の

あ
る
点

2
5
5
5
3
5
C
を
規
律
す
る
法
は
、
霊
的
権
力
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
選
択
法
で
あ
る
。
」

R
F
H
H
m・
8
)
「
宗
教
に
関
す
る
選
択

法
は
、
こ
れ
ま
た
人
間
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
法
と
は
呼
ば
れ
ず
、
教
会
法
上
の
定
め

(Z2-吉伸一
oロ

g
D。
E
E
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こ
れ
ら
の
法
の
原
理
が
教
会
を
規
律
す
る
聖
書
の
働
き
に
あ
る
か
ら

ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (1) 

宮
町
)
あ
る
い
は
教
会
の
法
(
】
色
色
町
}
吋
色
町
巾
)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、

で
あ
る
。
」
(
山
・
出
)

教
会
の
典
礼
に
関
す
る
法
が
、
道
徳
に
関
す
る
法
と
区
別
さ
れ
て
、
自
然
法
に
属
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
中
世
以
来
の
伝
統
で

あ
る
。
「
神
学
大
全
」
第
二
・
一
部
第
九
九
問
第
三
項
稲
垣
前
掲
訳
書
第
日
冊
(
注
5
)

一
六
九
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
の
懲
戒

の
あ
る
点
と
は
何
を
指
す
の
か
、
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
嬢
罪

G
g
-
8
5
E
)
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
で
は
、
内
面
で
の
悔
悟

(
gロ
丹
江
広
三
、

聴
罪
師
へ
の
告
白

(
n
g
r
a
Z
)
、
罰
の
履
行
(
田
丘
町
P
2
Z
)
の
段
階
が
あ
る
が
、
選
択
法
に
属
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
告
白
、
履
行
か
。
あ

る
い
は
、
一
年
に
一
回
の
告
白
義
務
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
れ
と
も
罰
の
定
め
か
。
パ
ス
カ
ル
か
ら
す
る
と
、
一
番
最
初
の
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
外
的
な
贋
罪

G
m
E
Z
R
2
w
H忠
ユ

2
2
)
と
内
的
な
煩
罪

(
Z
E
Z
R
Z
2
m吋
円

2
5
)
(「
パ
ン
セ
」
断
章
六
九
八
)
あ
る
い
は
、

「
神
は
心
の
な
か
に
購
罪
を
認
め
ら
れ
る
や
い
な
や
赦
さ
れ
る
。
教
会
は
業
の
う
ち
に
そ
れ
を
認
め
て
、
は
じ
め
て
赦
す
」
(
断
章
九

O
五
)
な

ど
か
ら
す
れ
ば
、
告
白
と
履
行
と
を
選
択
法
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
告
白
に
つ
い
て
の
考
え

は
、
「
パ
ン
セ
」
断
章
一

O
O
に
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
典
礼
と
贋
罪
と
は
、
制
度
的
教
会
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
本
質
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

典
礼
が
国
制
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
粛
罪
が
悔
悟
だ
け
に
限
定
さ
れ
れ
ば
、
制
度
的
教
会
の
存
在
理
由
は
相
当
程
度
な
く
な
る
と
い
っ
て
も
よ

(
必
)
「
〔
内
国
の
法
の
う
ち
の
〕
一
つ
は
、
統
治

1
政
府
の
公
の
秩
序
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
政
体
の
法

(ZEm--mgc
と
呼
ば
れ

る
法
、
す
な
わ
ち
、
主
権
者
た
る
君
主
が
統
治
へ
と
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
態
様
、
相
続
か
選
挙
か
に
つ
い
て
規
律
す
る
法
。
司
法

F
a
g
-ロ山田
H
E巴
O
ロ

円
四
己
目
吉
田
門
戸
円
巾
〕
、
軍
事
、
財
政
を
行
う
公
職
(
岳
民
需
匂
ロ
E
s
c
m
)
の
職
務
分
担
、
お
よ
び
、
い
わ
ゆ
る
地
方
公
共
体
の
役
職
の
職
務
分
担
を

規
律
す
る
法
、
君
主
の
権
利
、
君
主
の
領
地
、
君
主
の
収
入
、
城
内
の
治
安
(
宮
口
円
巾
母
印
〈
巴
白
血
)
に
関
す
る
法
、
お
よ
び
他
の
す
べ
て
の
公

的
規
別
で
あ
る
。
」

(
m
・8)

℃。
-
-
n
m
r印
41--g
に
つ
い
て
。
こ
の
場
合
の
℃

c-w巾
は

-oE巾
】
由
旬
。
]
}
円
巾
の
概
念
よ
り
狭
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
匂
色
付
命

は
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
七
一
頁
注

(
2
)
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
匂
。
ロ
宮
山
田
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
前
者
の
宮

-wm
は
、
近
代
の
「
警
察
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
「
国
制
」
か
ら
狭
い
意
味
で
の
「
警
察
」
へ
の

意
味
の
縮
減
が
、
近
世
の
旬
。
出
n
m
の
概
念
史
な
の
で
あ
る
が
、
ド
マ
に
両
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

匂。

--2、
ド
イ
ツ
語
句
。
ロ
N
包
の
概
念
史
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
、
と
り
わ
け
、
和
田
卓
朗
「
中
世
後
期
・
近
世
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ

北法38(3・37)451



説論

ン
ト
法
史
研
究
序
説
(
平
和
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
・
憲
法
)
(
五
・
完
)
」
本
誌
三
七
巻
三
号
こ
九
八
七
年
)
ニ
八

O
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

次
に
、

i
-
Z
に
つ
い
て
。
こ
の
語
の
他
の
用
例
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
あ
る
州
(
℃
5
2
R巾
)
な
い
し
あ
る
地
に
お
い
て
生
ず
る
紛
争
に
つ

い
て
、
十
分
な
解
決
準
則
が
な
い
場
合
に
は
、
他
の
地
、
と
り
わ
け
胃
Z
n
-
B
-
g
i
-
-
2
の
例
に
従
う
の
が
自
然
だ
、
と
い
う
場
合

(nFHN
由・

品
)
。
こ
れ
は
、

U-
一
ω
・
お
の
準
則
を
フ
ラ
ン
ス
に
移
し
た
も
の
で
℃
ユ
ロ
巳
ザ
色
g
i
-
-
2
は
、
ロ
円
σ回一月
0
5白
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
内
凶
s
x
n
-
i
-

の
意
味
を
、
あ
る
え
-
Z
な
い
し
あ
る
℃

2
1ぬ
の
固
有
法
(
吉
町
胃
毛
足
的
)
に
限
定
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
(
円
甘
い
ニ
ム
印
)
。
こ
れ
は
、
吉
凶

n
-
i
z
を
あ
る
宮
匂
巳
ロ
聞
に
固
有
な
法
と
す
る
ロ

l
マ
法
の
考
え
方

(U-H
・
H
・
印
)
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
三
-
ぽ

は
、
成
瀬
前
掲
書
(
注
4
)
四
二
頁
の
「
慣
習
法
共
同
体
」
と
し
て
の
己
広
に
対
応
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
寸
法
論
」
に
は
三
忠

と
い
う
語
は
な
い
。
他
方
、
「
国
法
」
第
一
部
第
一
巻
第
一
八
章
第
二
節
第
七
項
で
、
強
迫
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
丘
ロ
巾
と

2
5官
官
巾
と
が
対

比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
三
口
巾
は
域
内
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
応
後
者
の
意
味
に
と
っ
て
お
く
。

(ω)
「
個
人
の
聞
の
事
項
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
紛
争
を
規
律
す
る
こ
の
法
が
、
大
部
分
の
人
が
国
法
(
与
さ
芹
丘
三
-
)
に
よ
っ
て

理
解
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
国
法
に
も
、
公
法
、
国
際
法
、
さ
ら
に
は
教
会
法
に
属
す
る
事

項
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
間
で
公
法
の
事
項
に
関
す
る
取
引
や
紛
争
が
生
ず
る
の
も
し
ば
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
役
職
の
職
務
遂
行

2
8
2
Zロ仏
g
n
z
R
m
g
)
に
つ
い
て
、
公
租
の
懲
収
に
つ
い
て
、
等
。
国
際
法
の
事
項
で
も
、
戦
争
の
事
後
処
理
、

報
復
、
平
和
条
約
に
よ
り
個
人
間
の
取
引
や
紛
争
が
生
ず
る
。
ま
た
、
教
会
の
事
項
で
も
、
聖
職
録
等
に
つ
い
て
生
ず
る
。
最
後
に
、
裁
判
を
私

人
に
配
属
し
た
結
果
、
公
の
秩
序
に
関
す
る
一
般
的
規
則
に
関
す
る
法
を
も
私
人
が
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
犯
罪
の
刑
罰
を

定
め
る
法
、
裁
判
手
続
、
審
判
人
の
義
務
、
お
よ
び
審
判
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
管
轄
権
に
つ
い
て
規
律
す
る
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
法
会
包
印

n
-
i
z凹
)
を
公
法
そ
の
他
の
法
か
ら
画
然
と
分
別
す
る
正
し
い
観
念
を
作
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」

(ny・
ロ
・
山
・
お
)

こ
こ
か
ら
は
、
公
法
と
私
法
と
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
二
者
択
一
的
な
峻
別
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
官
職
売
買
が
行
わ
れ
、

下
級
刑
事
裁
判
権
が
領
主
に
与
え
ら
れ
て
い
た
当
時
の
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

-
0
2
丘
三

-gH門町
O
X
丘三一

が
、
公
法
と
私
法
に
ど
ち
ら
に
入
る
か
と
い
う
こ
と
も
解
決
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

-
0
2
巳
丘
町
田
は
、
公
法
の
事
項
で
あ
れ
、
個
人
の

権
利
を
め
ぐ
る
紛
争
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
規
律
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
司
法
事

項
(
守
色
羽
田
円
宮
)
」
は
、

z
z
n
-丘
町
田
の
規
律
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ー
ル
・
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
(
村
上
淳
一
訳
)
「
司
法
事
項
と
ポ

リ
ツ
ァ
イ
事
項
L

『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
九
巻
九
号
二
九
八
二
年
)
一
四
一
八
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
民
事
、
刑
事
の
両
訴
訟
手
続
、
お
よ
び
、

北法38(3・38)452
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刑
罰
も
ま
た

Z
U
丘
三
ぽ
凹
の
規
律
す
る
事
項
だ
っ
た
。
注
(
団
)
参
照
。
こ
の
点
か
ら
も
、

z
z
n
-
i
-
2
を
訴
訟
実
体
法
、
訴
訟
手
続
法
、
そ

の
意
味
で
裁
判
に
関
す
る
法
、
司
法
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
い
さ
さ
か
乱
暴
な
比
較
だ
が
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ド

イ
ツ
の
テ
ィ
ボ

1
も、

σロ
括
巾
『
-
k
y
g
M
N
R
Z
を
私
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
と
理
解
し
て
い
た
。
〉
・
司
・
]
、
吋
回
目
∞
〉
口
、
H
J
C巾
σ巾吋門出巾
Z
。件当巾ロ門出
m
w
a円

何日ロ巾閉山口問巾

g
aロ
g
-
u
C吋肉巾ユ
W
Y巾
口
問
巾
n
y
g
E司

U
2片凹
n
E即口弘(国巾日仏冊目
σ
q
m噂

ZHe--ロ・、
H，F
5
2同
白

邑

ω白
4
日
間
口
可
(
宮
口
口
n
y
g
w
5
4
ω
)

ω・
ミ
参
照
。

し
か
し
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
六
七
頁
以
下
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ド
マ
の
著
作
で
あ
る
「
国
法
」
が
扱
っ
て
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
「
国
法
」
の
た
め
に

Z
2
巳
i
r∞
を
限
定
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
ド
マ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
号
。
広
三
三
-
に
つ
い
て
理
解
す
べ
き
観
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
注
意
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
語
の
意
味
を
、
あ
る
一
邦
共
同
体
あ
る
い
は
一
民
族
の
固
有
法
に
限
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
言
葉
を
個
人
の
聞
に
紛
争
が
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
事
項
を
規
律
す
る
法
す
べ
て
に
ま
で
広
げ
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
、
門
町
o-門
口
守
口
を
教
会
法
、
慣
習
法
、
王
令
か
ら
区
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
語
の
意
味
は
、
わ
れ
わ
れ
の
他
の
法
か
ら
区

別
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
法
に
集
め
ら
れ
て
い
る
法
に
固
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
L
R
V
H
H
F
A
5
)
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
ド
マ
が
「
国

法
論
」
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
司
法
法
か
ら
教
会
法
、
慣
習
法
、
王
令
を
除
い
た
も
の
で
、
し
か
も
固
有
法
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ロ
1
マ
法
を
中
心
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
寸
普
通
法
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
訴
訟
手
続
法
は
、
周
知
の
よ
う
に
王
令
の
主
た
る
内

容
で
あ
っ
た
。

刑
罰
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
ド
マ
自
身
も
、
刑
罰
を
定
め
る
法
が
公
の
秩
序
に
関
わ
る
規
則
だ
と
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
王
令
に
よ
っ
て
規
律
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
|
|
カ
ロ
リ
ー
ナ
刑
事
法
典
ゎ

S
在
三
一
。

(
H
Q
E

含
ロ

E
ロ
n
g
のユ
B
E包
曲
。
白

5
ロ
E
を
想
起
。
二
ハ
世
紀
の
コ
ナ
ン
も
、
死
刑
や
身
体
刑
等
は
最
高
権
力
(
凹
己
匂

3
5田
宮
門

ggm)
を
も
っ
国

王
の
み
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
た
(
わ
。

g
g
g
gユ
工
R
U
n
-丘
ロ
印
-
F
〆
吋
)
。
し
か
し
、
こ
の
理
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実

に
は
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
立
法
化
は
で
き
ず
、
慣
習
法
に
従
っ
て
運
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
塙
浩
「
フ
ラ
ン
ス
法
史
上
の
権
力
と
刑
事

法
」
法
制
史
学
会
編
『
刑
罰
と
国
家
権
力
』
(
創
文
社
・
一
九
六

O
年
)
五
四
五
頁
注
(
担
)
参
照
。
な
お
、
の
-
F
E
M
O
H
Z
、
門
戸
呂
田
宮
町
巾
母
由

吉田昨日
E
Z
O
B
巾
骨
骨
凹
同
阻
止
∞

O江
田
口
同

(
F
E
m・
5
8
)
司
・
巴
吋
参
照
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
理
念
か
ら
か
(
王
令
)
、
あ
る
い
は
、
実
状
か
ら
か

(
慣
習
法
)
、
刑
罰
規
定
が
「
国
法
」
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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説

な
お
、
筆
者
は
、
旧
稿
「
F
・
コ
ナ
ン
の
契
約
理
論
(
こ
」
本
誌
三
五
巻
六
号
(
一
九
八
五
年
)
七
七
五
頁
以
下
で
、
吉
田
丘
三
】
巾
を
「
国
法
L

と
訳
し
た
。
そ
れ
は
、
円
山
三
件
目
印
の
法
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
マ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
ロ
!
マ
法
的
考
え
方
を
否
定

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宮
町
丘
三
ぽ
印
w

与
さ
芹
丘
三
-
に
も
「
国
法
」
と
い
う
同
じ
訳
語
を
用
い
る
の
は
、
ミ
ス
リ
1
デ
ィ
ン
グ
だ
と
も
い
え

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
国
法
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
の
は
、
意
味
が
変
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
じ
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
連

続
性
を
重
視
し
た
こ
と
が
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
こ
じ
つ
け
る
な
ら
、

n
-
i
g凹
は
法
共
同
体
で
あ
り
1

1
成
瀬
前
掲
書
(
注

4
)
四
二
頁
、
前
掲
拙
稿
八
一
八
頁
注
(
日
)
参
照

|
i、
法
が
裁
判
の
た
め
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

nECgは
ま
た
裁
判
共
同
体
と
も
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
マ
の
国
家
吉
田
仲
宮
口
)
は
、
単
な
る
裁
判
共
同
体
で
は
な
く
、
統
治
も
裁
判
を
主
た
る
内
容
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ

に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
語
源
的
に
は
同
義
の

g
u
n
-
iぽ
印
と

Z
2旬
。

-
E
o
z
g
と
が
別
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

-ogn守
口
巾
凹
を
司
法
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

n
-
i
g
m
の
古
い
イ
メ
ー
ジ
裁
判
共
同
体
か
ら
「
国
法
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
こ
と

も
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
印
)
す
で
に
、
野
田
前
掲
論
文
(
注
5
)
七
二
頁
は
、
道
徳
の
内
面
性
と
法
の
外
菌
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
宗
教
の
法
と
国
制
の
法
と
の
分
別
に
注

目
し
て
い
た
。
な
お
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
「
一
方
的
」
「
双
方
的
」
を
ス
コ
ラ
的
い
い
廻
し
と
し
て
い
る
が
、
中
世
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
こ
う
い
っ
た

用
語
法
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け

Z
5
2
8
と

E
-
E聞
と
い
う
対
概
念
の
概
念
史
的
研
究
を
通
じ
て
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

歪A
日間

(
未
完
)
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The Distinction between Lois de la Religion 

and Lois de la Police by Jean Domat ( 1) 

Kozo OGAWA* 

1. 'Lois de la Religion' and 'Lois de la Police' (to be continued) 

Introduction. 

M. Villey criticizes， in his short essay "Moral et Droit"， Domat and P，othier 

as well as Grotius because of their confusion of laws with morals. 1 よ主E工己:j炉nthis 

article whether t出hiおscriticism is valid according to the text 0ぱf]e.印αωnDomat's 

deωs Loi.ゐ's"¥.Vi日lleycharacterizes morals as 電1、un汀mila抗t是釘ra討l'and laws as 昭、羽b悩i口la抗t是釘ra討l'i泊n 

imitation of Scholasticism. 1 suppose that this contrast corresponds to that 

betweenforum internum andforum externum of the medieval canon law， which A. 

P.D'Entoreves considers as origin of internal morality and external legality. 

Domat also distinguishes between 'lois dela religion' and 'Iois de la police'. First 1 

represent this distinction， and then r巴flectwhat relation it has to the distinction 

between forum internum and forum externum. 

1. 'Lois de la rerigin' and 'Lois de la police'. 

Domat distinguishes laws from two different viewpoints. The one refers to 

the o~ìgìn of laws， and thererfore there are natural laws and arbitrary laws 

acco凶 ngto':::y'出包ethe origin consists in nature or in human arbitrary decision 

Naturallaws are necessary concequences of the first two laws:代 Researchand love 

本AssociateProfessor of Law， Faculty of Law， Hokkaido University 
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God" and "Love one another'¥The concept of 'natural' follows that of Aristotle: 

Natural things consist in principles and their necessary consequences. Arbitrary 

laws deal on the one hand with apparent conflicts ~主~島民主主n a 

natural law and an arbitrary law. On the other hand arbitrary laws invent social 

utilities. 

Another viewpoint refers to the art of regulation of conduct. Laws of the 

religion regulate the internal disposition of the individual and laws of the policy 

regulate the external order of the society. 1.n this point the distinction between 、---一司』
religious laws and politicallaws corresponds to that between internal morality and 

回 ternallegality，~ Y.Noda has already indicated. Domat blames some judges 

who cosider the second law "Love one another" as mere political law. They 

absolve unfaithful persons of sin who don't fulfil their own duties because their 

adversaries neither fulfil: that is the rule of， 'Fides j示。ng，仰 tifides frangitur'. 

Domat thinks that one should perform his own duties in spite of his adversary's 

unperformed duties. This idea can be found also in B.Pascal's Letlre S，ψtieme des 

Provinciales， where he criticizes Jesuitic moral theologues who confuse 'lois de l' 

Evangile' with 'lois du monde'. The Jesuitic moral theologues instruct father 

confessors rules applied in forum internum. Therefore the laws of the religion are 

considered as rules of forum internum， that is iusρoli. And the judges whom 

Domat blames are father confessors influenced by Jesuiticism. The duties which 

the laws of the religion order are unilateral， while the duties of the political laws 

are bilateral， that is interdependent. 1n this poi込thelaws of the religion corresp叫

to morals， too. So a distinction between morality and legality can be found in Jean 

Domat. 1 try to show in the following chapter how this distinction is used in the law 

of contract. 
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